
議案第１７号 

 

総社市手数料条例の一部改正について 

 

 

 総社市手数料条例（平成１７年総社市条例第５９号）の一部を次のとおり改正

する。 

 

  

  令和８年２月２４日提出 

 

 

 

                 総社市長 片 岡 聡 一 

 

 

 

 

提案理由 

   岡山県土木関係手数料の改定に鑑み，本市の建築基準法に基づく確認の

申請等に係る事務手数料においても岡山県に準じた額に改めるため，関係

条文の整備を行おうとするものである。 
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総社市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
 

令和８年  月  日 
 

総社市長 片 岡 聡 一 
 
総社市条例第  号 
 

総社市手数料条例の一部を改正する条例 

 

総社市手数料条例（平成１７年総社市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には，当該改正部分を削り，改正後部

分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

別表第３（第２条関係） 

事務の種別 手数料を徴収す

る事務 

手数料の金額 

1 建築基準法（昭

和25年法律第201

号）第6条第1項（同

法第87条第1項に

おいて準用する場

合を含む。）の規定

に基づく確認及び

同法第18条第2項

（同法第87条第1

項において準用す

る場合を含む。）の

規定に基づく計画

の通知に関する事

務 

(1) 建築物のエ

ネルギー消費

性能の向上等

に関する法律

（平成27年法

律第53号）第1

0条第1項の規

定により，建

築物エネルギ

ー消費性能基

準（同法第2条

第1項第3号に

規定する建築

物エネルギー

消費性能基準

確認申請又は計画の通知1件に

つき，次の床面積の区分に掲げ

る金額とする。 

1 一戸建ての住宅（人の居住の

用以外の用途に供する部分

（以下「非居住部分」という。）

を有しないものに限る。以下

同じ。） 

ア 100㎡以内のもの 2万9,60

0円 

イ 100㎡を超え，200㎡未満の

もの 3万8,600円 

ウ 200㎡のもの 4万100円 

エ 200㎡を超え，500㎡以内の

もの 5万3,600円 

 

別表第３（第２条関係） 

事務の種別 手数料を徴収す

る事務 

手数料の金額 

1 建築基準法（昭

和25年法律第201

号）第6条第1項（同

法第87条第1項に

おいて準用する場

合を含む。）の規定

に基づく確認及び

同法第18条第2項

（同法第87条第1

項において準用す

る場合を含む。）の

規定に基づく計画

の通知に関する事

務 

(1) 建築物のエ

ネルギー消費

性能の向上等

に関する法律

（平成27年法

律第53号）第1

0条第1項の規

定により，建

築物エネルギ

ー消費性能基

準（同法第2条

第1項第3号に

規定する建築

物エネルギー

消費性能基準

確認申請又は計画の通知1件に

つき，次の床面積の区分に掲げ

る金額とする。 

1 一戸建ての住宅（人の居住の

用以外の用途に供する部分

（以下「非居住部分」という。）

を有しないものに限る。以下

同じ。） 

ア 100㎡以内のもの 2万7,90

0円 

イ 100㎡を超え，200㎡未満の

もの 3万6,400円 

ウ 200㎡のもの 3万7,700円 

エ 200㎡を超え，500㎡以内の

もの 5万500円 
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改 正 後 改 正 前 

をいう。以下

同じ。）に適合

させなければ

ならない建築

物の建築（建

築基準法第6

条の4第1項第

3号に掲げる

建築物の建築

に該当するも

のを除く。以

下「特定建築

行 為 」 と い

う。）であっ

て，建築物の

エネルギー消

費性能の向上

等に関する法

律 施 行 規 則

（平成28年国

土交通省令第

5号）第2条第1

項第1号に規

定する建築物

エネルギー消

費性能適合性

判定を行うこ

とが比較的容

易な特定建築

行為である場

合（ただし，建

築物のエネル

ギー消費性能

オ 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 7万2,800円 

カ 1,000㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 9万7,600円 

キ 2,000㎡を超え，1万㎡以内

のもの 23万4,100円 

ク 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 39万5,500円 

ケ 5万㎡を超えるもの 63万

8,000円 

2 共同住宅等（共同住宅，長屋

その他の一戸建ての住宅以外

の住宅をいう。以下同じ。） 

ア 100㎡以内のもの 4万1,30

0円 

イ 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 5万300円 

ウ 200㎡を超え，300㎡未満の

もの 6万3,800円 

エ 300㎡以上，500㎡以内のも

の 7万8,400円 

オ 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 9万7,600円 

カ 1,000㎡を超え，2,000㎡未

満のもの 12万2,400円 

キ 2,000㎡のもの 14万5,800

円 

ク 2,000㎡を超え，5,000㎡未

満のもの 28万2,300円 

ケ 5,000㎡以上，1万㎡以内の

もの 30万1,300円 

コ 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 46万2,700円 

をいう。以下

同じ。）に適合

させなければ

ならない建築

物の建築（建

築基準法第6

条の4第1項第

3号に掲げる

建築物の建築

に該当するも

のを除く。以

下「特定建築

行 為 」 と い

う。）であっ

て，建築物の

エネルギー消

費性能の向上

等に関する法

律 施 行 規 則

（平成28年国

土交通省令第

5号）第2条第1

項第1号に規

定する建築物

エネルギー消

費性能適合性

判定を行うこ

とが比較的容

易な特定建築

行為である場

合（ただし，建

築物のエネル

ギー消費性能

オ 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 6万8,600円 

カ 1,000㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 9万2,000円 

キ 2,000㎡を超え，1万㎡以内

のもの 22万700円 

ク 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 37万2,700円 

ケ 5万㎡を超えるもの 60万

1,700円 

2 共同住宅等（共同住宅，長屋

その他の一戸建ての住宅以外

の住宅をいう。以下同じ。） 

ア 100㎡以内のもの 3万8,80

0円 

イ 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 4万7,300円 

ウ 200㎡を超え，300㎡未満の

もの 6万100円 

エ 300㎡以上，500㎡以内のも

の 7万3,800円 

オ 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 9万1,900円 

カ 1,000㎡を超え，2,000㎡未

満のもの 11万5,300円 

キ 2,000㎡のもの 13万7,300

円 

ク 2,000㎡を超え，5,000㎡未

満のもの 26万6,000円 

ケ 5,000㎡以上，1万㎡以内の

もの 28万3,800円 

コ 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 43万5,900円 
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改 正 後 改 正 前 

の向上等に関

する法律第11

条第6項に規

定する適合判

定通知書の提

出があった場

合を除く。）の

確認申請及び

計画の通知に

対する審査 

サ 5万㎡を超えるもの 70万

5,200円 

（備考） 略 

(2)  その他の場

合の確認申請

及び計画の通

知に対する審

査 

確認申請又は計画の通知1件に

つき，次の床面積の合計の区分

に掲げる金額とする。 

ア 100㎡以内のもの 1万5,70

0円 

イ 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 2万4,800円 

ウ 200㎡を超え，500㎡以内の

もの 3万8,300円 

エ 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 5万7,400円 

オ 1,000㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 8万2,300円 

カ 2,000㎡を超え，1万㎡以内

のもの 21万8,800円 

キ 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 38万200円 

ク 5万㎡を超えるもの 62万

2,700円 

（備考） 略 

2 建築基準法第7

条第1項の規定に

基づく完了検査及

(1)  特定建築行

為を行った建

築物（工場，倉

完了検査申請又は完了の通知1

件につき，次の床面積の合計の

区分に掲げる金額とする。 

の向上等に関

する法律第11

条第6項に規

定する適合判

定通知書の提

出があった場

合を除く。）の

確認申請及び

計画の通知に

対する審査 

サ 5万㎡を超えるもの 66万

4,800円 

（備考） 略 

(2)  その他の場

合の確認申請

及び計画の通

知に対する審

査 

確認申請又は計画の通知1件に

つき，次の床面積の合計の区分

に掲げる金額とする。 

ア 100㎡以内のもの 1万4,80

0円 

イ 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 2万3,300円 

ウ 200㎡を超え，500㎡以内の

もの 3万6,100円 

エ 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 5万4,200円 

オ 1,000㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 7万7,600円 

カ 2,000㎡を超え，1万㎡以内

のもの 20万6,300円 

キ 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 35万8,300円 

ク 5万㎡を超えるもの 58万

7,300円 

（備考） 略 

2 建築基準法第7

条第1項の規定に

基づく完了検査及

(1)  特定建築行

為を行った建

築物（工場，倉

完了検査申請又は完了の通知1

件につき，次の床面積の合計の

区分に掲げる金額とする。 
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改 正 後 改 正 前 

び同法第18条第20

項の規定に基づく

完了の通知に関す

る事務（同法第7条

の3第1項に規定す

る特定工程を含む

工事に係るものを

除く。） 

庫その他これ

らに類する用

途に供する建

築物として市

長が別に定め

る も の を 除

く。）の完了検

査申請及び完

了の通知に対

する審査 

ア 一戸建ての住宅 

(ア) 100㎡以内のもの 2万1,9

00円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 2万9,800円 

(ウ) 200㎡を超え，500㎡以内の

もの 4万2,300円 

(エ) 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 6万6,000円 

(オ) 1,000㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 8万8,500円 

(カ) 2,000㎡を超え，1万㎡以内

のもの 17万9,900円 

(キ) 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 30万4,000円 

(ク) 5万㎡を超えるもの 51万

5,000円 

イ 非居住部分を有しない共同

住宅等 

(ア) 100㎡以内のもの 2万7,1

00円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 3万5,000円 

(ウ) 200㎡を超え，300㎡未満の

もの 4万7,400円 

(エ) 300㎡以上，500㎡以内のも

の 5万9,100円 

(オ) 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 8万2,800円 

(カ) 1,000㎡を超え，2,000㎡未

満のもの 10万5,300円 

(キ) 2,000㎡のもの 13万2,30

0円 

び同法第18条第20

項の規定に基づく

完了の通知に関す

る事務（同法第7条

の3第1項に規定す

る特定工程を含む

工事に係るものを

除く。） 

庫その他これ

らに類する用

途に供する建

築物として市

長が別に定め

る も の を 除

く。）の完了検

査申請及び完

了の通知に対

する審査 

ア 一戸建ての住宅 

(ア) 100㎡以内のもの 2万700

円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 2万8,100円 

(ウ) 200㎡を超え，500㎡以内の

もの 3万9,800円 

(エ) 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 6万2,200円 

(オ) 1,000㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 8万3,500円 

(カ) 2,000㎡を超え，1万㎡以内

のもの 16万9,600円 

(キ) 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 28万6,500円 

(ク) 5万㎡を超えるもの 48万

5,600円 

イ 非居住部分を有しない共同

住宅等 

(ア) 100㎡以内のもの 2万5,5

00円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 3万2,900円 

(ウ) 200㎡を超え，300㎡未満の

もの 4万4,600円 

(エ) 300㎡以上，500㎡以内のも

の 5万5,600円 

(オ) 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 7万7,900円 

(カ) 1,000㎡を超え，2,000㎡未

満のもの 9万9,300円 

(キ) 2,000㎡のもの 12万4,70

0円 
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改 正 後 改 正 前 

(ク) 2,000㎡を超え，5,000㎡未

満のもの 22万3,700円 

(ケ) 5,000㎡以上，1万㎡以内の

もの 26万2,400円 

(コ) 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 38万6,500円 

(サ) 5万㎡を超えるもの 59万

7,500円 

ウ 非住宅建築物（非居住部分

のみにより構成される建築物

をいう。以下この号，3の項（1）

ウ及び都市の低炭素化の促進

に関する法律（平成24年法律

第84号）第53条第1項の規定に

よる低炭素建築物新築等計画

の認定及び建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する

法律第30条第1項の規定によ

る建築物エネルギー消費性能

向上計画の認定において同

じ。） 

(ア) 100㎡以内のもの 2万7,1

00円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 3万5,000円 

(ウ) 200㎡を超え，300㎡未満の

もの 4万7,400円 

(エ) 300㎡以上，500㎡以内のも

の 5万5,000円 

(オ) 500㎡を超え，1,000㎡未満

のもの 7万8,800円 

(カ) 1,000㎡のもの 9万100円 

 

(ク) 2,000㎡を超え，5,000㎡未

満のもの 21万800円 

(ケ) 5,000㎡以上，1万㎡以内の

もの 24万7,200円 

(コ) 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 36万4,000円 

(サ) 5万㎡を超えるもの 56万

3,200円 

ウ 非住宅建築物（非居住部分

のみにより構成される建築物

をいう。以下この号，3の項（1）

ウ及び都市の低炭素化の促進

に関する法律（平成24年法律

第84号）第53条第1項の規定に

よる低炭素建築物新築等計画

の認定及び建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する

法律第30条第1項の規定によ

る建築物エネルギー消費性能

向上計画の認定において同

じ。） 

(ア) 100㎡以内のもの 2万5,5

00円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 3万2,900円 

(ウ) 200㎡を超え，300㎡未満の

もの 4万4,600円 

(エ) 300㎡以上，500㎡以内のも

の 5万1,800円 

(オ) 500㎡を超え，1,000㎡未満

のもの 7万4,200円 

(カ) 1,000㎡のもの 8万4,800

円 
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改 正 後 改 正 前 

(キ) 1,000㎡を超え，2,000㎡

未満のもの 11万2,600円 

(ク) 2,000㎡のもの 17万1,0

00円 

(ケ) 2,000㎡を超え，5,000㎡

未満のもの 26万2,400円 

(コ) 5,000㎡以上，1万㎡未満

のもの 31万3,600円 

(サ) 1万㎡のもの 35万100円 

 

(シ) 1万㎡を超え，2万5,000㎡

未満のもの 47万4,200円 

(ス) 2万5,000㎡以上，5万㎡以

内のもの 51万8,000円 

(セ) 5万㎡を超えるもの 72

万9,000円 

エ 複合建築物 

(ア) 100㎡以内のもの 3万7,

300円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内

のもの 4万5,200円 

(ウ) 200㎡を超え，300㎡未満

のもの 5万7,600円 

(エ) 300㎡以上，500㎡以内の

もの 7万6,900円 

(オ) 500㎡を超え，1,000㎡未

満のもの 10万700円 

(カ) 1,000㎡のもの 11万2,0

00円 

(キ) 1,000㎡を超え，2,000㎡

未満のもの 13万4,500円 

(ク) 2,000㎡のもの 22万円 

 

(キ) 1,000㎡を超え，2,000㎡

未満のもの 10万6,100円 

(ク) 2,000㎡のもの 16万1,0

00円 

(ケ) 2,000㎡を超え，5,000㎡

未満のもの 24万7,200円 

(コ) 5,000㎡以上，1万㎡未満

のもの 29万5,200円 

(サ) 1万㎡のもの 32万9,500

   円 

(シ) 1万㎡を超え，2万5,000㎡

未満のもの 44万6,400円 

(ス) 2万5,000㎡以上，5万㎡以

内のもの 48万7,600円 

(セ) 5万㎡を超えるもの 68

万6,700円 

エ 複合建築物 

(ア) 100㎡以内のもの 3万5,

100円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内

のもの 4万2,500円 

(ウ) 200㎡を超え，300㎡未満

のもの 5万4,200円 

(エ) 300㎡以上，500㎡以内の

もの 7万2,400円 

(オ) 500㎡を超え，1,000㎡未

満のもの 9万4,800円 

(カ) 1,000㎡のもの 10万5,4

00円 

(キ) 1,000㎡を超え，2,000㎡

未満のもの 12万6,700円 

(ク) 2,000㎡のもの 20万7,0

00円 
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改 正 後 改 正 前 

(ケ) 2,000㎡を超え，5,000㎡未

満のもの 31万1,400円 

(コ) 5,000㎡以上，1万㎡未満の

もの 40万1,200円 

(サ) 1万㎡のもの 43万7,700

  円 

(シ) 1万㎡を超え，2万5,000㎡

未満のもの 56万1,800円 

(ス) 2万5,000㎡以上，5万㎡以

内のもの 60万5,600円 

(セ) 5万㎡を超えるもの 81万

6,600円 

（備考） 略 

(2)  その他の場

合の完了検査

申請及び完了

の通知に対す

る審査 

ア 100㎡以内のもの 1万6,80

0円 

イ 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 2万4,700円 

ウ 200㎡を超え，500㎡以内の

もの 3万7,200円 

エ 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 6万900円 

オ 1,000㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 8万3,400円 

カ 2,000㎡を超え，1万㎡以内

のもの 17万4,800円 

キ 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 29万8,900円 

ク 5万㎡を超えるもの 50万

9,900円 

（備考） 略 

3 建築基準法第7

条第1項の規定に

基づく完了検査及

(1)  特定建築行

為を行った建

築物（工場，倉

完了検査申請又は完了の通知1

件につき，次の床面積の合計の

区分に掲げる金額とする。 

(ケ) 2,000㎡を超え，5,000㎡未

満のもの 29万3,100円 

(コ) 5,000㎡以上，1万㎡未満の

もの 37万7,500円 

(サ) 1万㎡のもの 41万1,800

   円 

(シ) 1万㎡を超え，2万5,000㎡

未満のもの 52万8,700円 

(ス) 2万5,000㎡以上，5万㎡以

内のもの 56万9,900円 

(セ) 5万㎡を超えるもの 76万

9,000円 

（備考） 略 

(2)  その他の場

合の完了検査

申請及び完了

の通知に対す

る審査 

ア 100㎡以内のもの 1万5,90

0円 

イ 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 2万3,300円 

ウ 200㎡を超え，500㎡以内の

もの 3万5,000円 

エ 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 5万7,400円 

オ 1,000㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 7万8,700円 

カ 2,000㎡を超え，1万㎡以内

のもの 16万4,800円 

キ 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 28万1,700円 

ク 5万㎡を超えるもの 48万8

00円 

（備考） 略 

3 建築基準法第7

条第1項の規定に

基づく完了検査及

(1)  特定建築行

為を行った建

築物（工場，倉

完了検査申請又は完了の通知1

件につき，次の床面積の合計の

区分に掲げる金額とする。 
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改 正 後 改 正 前 

び同法第18条第20

項の規定に基づく

完了の通知に関す

る事務（同法第7条

の3第1項に規定す

る特定工程を含む

工事に係るものに

限る。） 

庫その他これ

らに類する用

途に供する建

築物として市

長が別に定め

る も の を 除

く。）の完了検

査申請及び完

了の通知に対

する審査 

ア 一戸建ての住宅 

(ア) 100㎡以内のもの 2万1,

900円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内

のもの 2万8,700円 

(ウ) 200㎡を超え，500㎡以内

のもの 4万1,100円 

(エ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 6万2,500円 

(オ) 1,000㎡を超え，2,000㎡

以内のもの 8万4,000円 

(カ) 2,000㎡を超え，1万㎡以

内のもの 17万3,100円 

(キ) 1万㎡を超え，5万㎡以内

のもの 29万6,100円 

(ク) 5万㎡を超えるもの 50

万9,400円 

イ 非居住部分を有しない共同

住宅等 

(ア) 100㎡以内のもの 2万7,

000円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内

のもの 3万3,800円 

(ウ) 200㎡を超え，300㎡未満

のもの 4万6,200円 

(エ) 300㎡以上，500㎡以内の

もの 5万7,900円 

(オ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 7万9,300円 

(カ) 1,000㎡を超え，2,000㎡

未満のもの 10万800円 

(キ) 2,000㎡のもの 12万7,8

00円 

び同法第18条第20

項の規定に基づく

完了の通知に関す

る事務（同法第7条

の3第1項に規定す

る特定工程を含む

工事に係るものに

限る。） 

庫その他これ

らに類する用

途に供する建

築物として市

長が別に定め

る も の を 除

く。）の完了検

査申請及び完

了の通知に対

する審査 

ア 一戸建ての住宅 

(ア) 100㎡以内のもの 2万70

0円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内

のもの 2万7,100円 

(ウ) 200㎡を超え，500㎡以内

のもの 3万8,800円 

(エ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 5万9,000円 

(オ) 1,000㎡を超え，2,000㎡

以内のもの 7万9,300円 

(カ) 2,000㎡を超え，1万㎡以

内のもの 16万3,200円 

(キ) 1万㎡を超え，5万㎡以内

のもの 27万9,100円 

(ク) 5万㎡を超えるもの 48

万300円 

イ 非居住部分を有しない共同

住宅等 

(ア) 100㎡以内のもの 2万5,

500円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内

のもの 3万1,900円 

(ウ) 200㎡を超え，300㎡未満

のもの 4万3,600円 

(エ) 300㎡以上，500㎡以内の

もの 5万4,600円 

(オ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 7万4,700円 

(カ) 1,000㎡を超え，2,000㎡

未満のもの 9万5,000円 

(キ) 2,000㎡のもの 12万400

  円 



9 
 

改 正 後 改 正 前 

(ク) 2,000㎡を超え，5,000㎡

未満のもの 21万6,900円 

(ケ) 5,000㎡以上，1万㎡以内

のもの 25万5,600円 

(コ) 1万㎡を超え，5万㎡以内

のもの 37万8,700円 

(サ) 5万㎡を超えるもの 59

万1,900円 

ウ 非住宅建築物 

(ア) 100㎡以内のもの 2万7,

000円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内

のもの 3万3,800円 

(ウ) 200㎡を超え，300㎡未満

のもの 4万6,200円 

(エ) 300㎡以上，500㎡以内の

もの 5万3,900円 

(オ) 500㎡を超え，1,000㎡未

満のもの 7万5,300円 

(カ) 1,000㎡のもの 8万6,60

0円 

(キ) 1,000㎡を超え，2,000㎡

未満のもの 10万8,100円 

(ク) 2,000㎡のもの 16万6,5

00円 

(ケ) 2,000㎡を超え，5,000㎡

未満のもの 25万5,600円 

(コ) 5,000㎡以上，1万㎡未満

のもの 30万6,800円 

(サ) 1万㎡のもの 34万3,300

  円 

(シ) 1万㎡を超え，2万5,000㎡

未満のもの 46万6,300円 

(ク) 2,000㎡を超え，5,000㎡

未満のもの 20万4,400円 

(ケ) 5,000㎡以上，1万㎡以内

のもの 24万800円 

(コ) 1万㎡を超え，5万㎡以内

のもの 35万6,600円 

(サ) 5万㎡を超えるもの 55

万7,900円 

ウ 非住宅建築物 

(ア) 100㎡以内のもの 2万5,

500円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内

のもの 3万1,900円 

(ウ) 200㎡を超え，300㎡未満

のもの 4万3,600円 

(エ) 300㎡以上，500㎡以内の

もの 5万800円 

(オ) 500㎡を超え，1,000㎡未

満のもの 7万1,000円 

(カ) 1,000㎡のもの 8万1,60

0円 

(キ) 1,000㎡を超え，2,000㎡

未満のもの 10万1,900円 

(ク) 2,000㎡のもの 15万6,8

00円 

(ケ) 2,000㎡を超え，5,000㎡

未満のもの 24万800円 

(コ) 5,000㎡以上，1万㎡未満

のもの 28万8,800円 

(サ) 1万㎡のもの 32万3,100

  円 

(シ) 1万㎡を超え，2万5,000㎡

未満のもの 43万9,000円 
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改 正 後 改 正 前 

(ス) 2万5,000㎡以上，5万㎡以

内のもの 51万100円 

(セ) 5万㎡を超えるもの 72万

3,300円 

エ 複合建築物 

(ア) 100㎡以内のもの 3万7,3

00円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 4万4,000円 

(ウ) 200㎡を超え，300㎡未満の

もの 5万6,500円 

(エ) 300㎡以上，500㎡以内のも

の 7万5,800円 

(オ) 500㎡を超え，1,000㎡未満

のもの 9万7,200円 

(カ) 1,000㎡のもの 10万8,50

0円 

(キ) 1,000㎡を超え，2,000㎡未

満のもの 13万円 

(ク) 2,000㎡のもの 21万5,40

0円 

(ケ) 2,000㎡を超え，5,000㎡未

満のもの 30万4,600円 

(コ) 5,000㎡以上，1万㎡未満の

もの 39万4,400円 

(サ) 1万㎡のもの 43万900円 

 

(シ) 1万㎡を超え，2万5,000㎡

未満のもの 55万3,900円 

(ス) 2万5,000㎡以上，5万㎡以

内のもの 59万7,700円 

(セ) 5万㎡を超えるもの 81万

1,000円 

(ス) 2万5,000㎡以上，5万㎡以

内のもの 48万100円 

(セ) 5万㎡を超えるもの 68万

1,400円 

エ 複合建築物 

(ア) 100㎡以内のもの 3万5,1

00円 

(イ) 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 4万1,500円 

(ウ) 200㎡を超え，300㎡未満の

もの 5万3,200円 

(エ) 300㎡以上，500㎡以内のも

の 7万1,400円 

(オ) 500㎡を超え，1,000㎡未満

のもの 9万1,500円 

(カ) 1,000㎡のもの 10万2,20

0円 

(キ) 1,000㎡を超え，2,000㎡未

満のもの 12万2,500円 

(ク) 2,000㎡のもの 20万2,80

0円 

(ケ) 2,000㎡を超え，5,000㎡未

満のもの 28万6,700円 

(コ) 5,000㎡以上，1万㎡未満の

もの 37万1,100円 

(サ) 1万㎡のもの 40万5,500

  円 

(シ) 1万㎡を超え，2万5,000㎡

未満のもの 52万1,300円 

(ス) 2万5,000㎡以上，5万㎡以

内のもの 56万2,500円 

(セ) 5万㎡を超えるもの 76万

3,700円 
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改 正 後 改 正 前 

（備考） 略 

(2)  その他の場

合の完了検査

申請及び完了

の通知に対す

る審査 

ア 100㎡以内のもの 1万6,80

0円 

イ 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 2万3,600円 

ウ 200㎡を超え，500㎡以内の

もの 3万6,000円 

エ 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 5万7,400円 

オ 1,000㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 7万8,900円 

カ 2,000㎡を超え，1万㎡以内

のもの 16万8,000円 

キ 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 29万1,000円 

ク 5万㎡を超えるもの 50万

4,300円 

（備考） 略 

4 建築基準法第7

条の3第1項の規定

に基づく中間検査

及び同法第18条第

28項の規定に基づ

く中間検査の通知

に関する事務 

中間検査申請及

び中間検査の通

知に対する審査 

中間検査申請又は中間検査の通

知1件につき，次の床面積の合計

の区分に掲げる金額とする。 

ア 100㎡以内のもの 1万5,70

0円 

イ 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 2万3,600円 

ウ 200㎡を超え，500㎡以内の

もの 3万4,900円 

エ 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 5万5,200円 

オ 1,000㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 7万4,400円 

カ 2,000㎡を超え，1万㎡以内

のもの 15万1,100円 

（備考） 略 

(2)  その他の場

合の完了検査

申請及び完了

の通知に対す

る審査 

ア 100㎡以内のもの 1万5,90

0円 

イ 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 2万2,300円 

ウ 200㎡を超え，500㎡以内の

もの 3万4,200円 

エ 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 5万4,200円 

オ 1,000㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 7万4,500円 

カ 2,000㎡を超え，1万㎡以内

のもの 15万8,400円 

キ 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 27万4,300円 

ク 5万㎡を超えるもの 47万

5,500円 

（備考） 略 

4 建築基準法第7

条の3第1項の規定

に基づく中間検査

及び同法第18条第

28項の規定に基づ

く中間検査の通知

に関する事務 

中間検査申請及

び中間検査の通

知に対する審査 

中間検査申請又は中間検査の通

知1件につき，次の床面積の合計

の区分に掲げる金額とする。 

ア 100㎡以内のもの 1万4,80

0円 

イ 100㎡を超え，200㎡以内の

もの 2万2,300円 

ウ 200㎡を超え，500㎡以内の

もの 3万2,900円 

エ 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 5万2,000円 

オ 1,000㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 7万200円 

カ 2,000㎡を超え，1万㎡以内

のもの 14万2,500円 
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改 正 後 改 正 前 

キ 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 25万9,400円 

ク 5万㎡を超えるもの 44万

6,700円 

（備考） 略 

5 建築基準法第7

条の6第1項第1号

若しくは第2号又

は同法第18条第38

項第1号若しくは

第2号（これらの規

定を同法第87条の

4又は第88条第1項

若しくは第2項に

おいて準用する場

合を含む。）の規定

に基づく認定に関

する事務 

検査済証の交付

を受ける前にお

ける建築物等の

仮使用認定申請

に対する審査 

13万4,900円 

6 建築基準法第42

条第1項第5号の規

定に基づく道路の

位置の指定に関す

る事務 

道路の位置の指

定，変更又は廃

止申請に対する

審査 

5万6,300円 

7 建築基準法第43

条第2項第1号の規

定に基づく認定に

関する事務 

敷地と道路との

関係に関する制

限の適用除外認

定申請に対する

審査 

3万500円 

8 建築基準法第43

条第2項第2号の規

定に基づく許可に

関する事務 

敷地と道路との

関係に関する制

限の適用除外許

可申請に対する

審査 

3万7,200円 

キ 1万㎡を超え，5万㎡以内の

もの 24万4,600円 

ク 5万㎡を超えるもの 42万

1,400円 

（備考） 略 

5 建築基準法第7

条の6第1項第1号

若しくは第2号又

は同法第18条第38

項第1号若しくは

第2号（これらの規

定を同法第87条の

4又は第88条第1項

若しくは第2項に

おいて準用する場

合を含む。）の規定

に基づく認定に関

する事務 

検査済証の交付

を受ける前にお

ける建築物等の

仮使用認定申請

に対する審査 

12万7,200円 

6 建築基準法第42

条第1項第5号の規

定に基づく道路の

位置の指定に関す

る事務 

道路の位置の指

定，変更又は廃

止申請に対する

審査 

5万3,000円 

7 建築基準法第43

条第2項第1号の規

定に基づく認定に

関する事務 

敷地と道路との

関係に関する制

限の適用除外認

定申請に対する

審査 

2万9,100円 

8 建築基準法第43

条第2項第2号の規

定に基づく許可に

関する事務 

敷地と道路との

関係に関する制

限の適用除外許

可申請に対する

審査 

3万5,700円 
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改 正 後 改 正 前 

9 建築基準法第44

条第1項第2号の規

定に基づく許可に

関する事務 

公衆便所等の道

路内における建

築許可申請に対

する審査 

3万7,200円 

10 建築基準法第4

4条第1項第3号の

規定に基づく認

定に関する事務 

道路内における

建築認定申請に

対する審査 

3万500円 

11 建築基準法第4

4条第1項第4号の

規定に基づく許

可に関する事務 

公共用歩廊等の

道路内における

建築許可申請に

対する審査 

18万4,800円 

12 建築基準法第4

7条ただし書の規

定に基づく許可

に関する事務 

壁面線外におけ

る建築許可申請

に対する審査 

18万4,800円 

13 建築基準法第4

8条第1項ただし

書，第2項ただし

書，第3項ただし

書，第4項ただし

書，第5項ただし

書，第6項ただし

書，第7項ただし

書，第8項ただし

書，第9項ただし

書，第10項ただし

書，第11項ただし

書，第12項ただし

書，第13項ただし

書又は第14項た

だし書（同法第87

条第2項若しくは

用途地域等にお

ける建築等許可

申請に対する審

査 

20万400円（建築基準法第48条第

16項第1号に規定する特例許可

の申請に対する審査の場合は，1

3万900円，同項第2号に規定する

特例許可の申請に対する審査の

場合は，17万3,200円） 

9 建築基準法第44

条第1項第2号の規

定に基づく許可に

関する事務 

公衆便所等の道

路内における建

築許可申請に対

する審査 

3万5,700円 

10 建築基準法第4

4条第1項第3号の

規定に基づく認

定に関する事務 

道路内における

建築認定申請に

対する審査 

2万9,100円 

11 建築基準法第4

4条第1項第4号の

規定に基づく許

可に関する事務 

公共用歩廊等の

道路内における

建築許可申請に

対する審査 

17万5,600円 

12 建築基準法第4

7条ただし書の規

定に基づく許可

に関する事務 

壁面線外におけ

る建築許可申請

に対する審査 

17万5,600円 

13 建築基準法第4

8条第1項ただし

書，第2項ただし

書，第3項ただし

書，第4項ただし

書，第5項ただし

書，第6項ただし

書，第7項ただし

書，第8項ただし

書，第9項ただし

書，第10項ただし

書，第11項ただし

書，第12項ただし

書，第13項ただし

書又は第14項た

だし書（同法第87

条第2項若しくは

用途地域等にお

ける建築等許可

申請に対する審

査 

19万500円（建築基準法第48条第

16項第1号に規定する特例許可

の申請に対する審査の場合は，1

2万3,700円，同項第2号に規定す

る特例許可の申請に対する審査

の場合は，16万3,900円） 



14 
 

改 正 後 改 正 前 

第3項又は第88条

第2項において準

用する場合を含

む。）の規定に基

づく許可に関す

る事務 

14 建築基準法第5

1条ただし書（同

法第87条第2項若

しくは第3項又は

第88条第2項にお

いて準用する場

合を含む。）の規

定に基づく許可

に関する事務 

特殊建築物等の

敷地の位置の許

可申請に対する

審査 

18万4,800円 

15 建築基準法第5

2条第6項第3号の

規定に基づく認

定に関する事務 

建築物の床面積

の不算入に係る

認定申請に対す

る審査 

3万500円 

16 建築基準法第5

2条第10項，第11

項又は第14項の

規定に基づく許

可に関する事務 

容積率の特例許

可申請に対する

審査 

18万4,800円 

17 建築基準法第5

3条第4項又は第5

項の規定に基づ

く許可に関する

事務 

建ぺい率の特例

許可申請に対す

る審査 

3万7,200円 

18 建築基準法第5

3条第6項第3号の

規定に基づく許

可に関する事務 

建ぺい率の制限

の適用除外許可

申請に対する審

査 

3万7,200円 

第3項又は第88条

第2項において準

用する場合を含

む。）の規定に基

づく許可に関す

る事務 

14 建築基準法第5

1条ただし書（同

法第87条第2項若

しくは第3項又は

第88条第2項にお

いて準用する場

合を含む。）の規

定に基づく許可

に関する事務 

特殊建築物等の

敷地の位置の許

可申請に対する

審査 

17万5,600円 

15 建築基準法第5

2条第6項第3号の

規定に基づく認

定に関する事務 

建築物の床面積

の不算入に係る

認定申請に対す

る審査 

2万9,100円 

16 建築基準法第5

2条第10項，第11

項又は第14項の

規定に基づく許

可に関する事務 

容積率の特例許

可申請に対する

審査 

17万5,600円 

17 建築基準法第5

3条第4項又は第5

項の規定に基づ

く許可に関する

事務 

建ぺい率の特例

許可申請に対す

る審査 

3万5,700円 

18 建築基準法第5

3条第6項第3号の

規定に基づく許

可に関する事務 

建ぺい率の制限

の適用除外許可

申請に対する審

査 

3万5,700円 
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改 正 後 改 正 前 

19 建築基準法第5

3条の2第1項第3

号又は第4号（同

法第57条の5第3

項において準用

す る 場 合 を 含

む。）の規定に基

づく許可に関す

る事務 

建築物の敷地面

積の制限の適用

除外許可申請に

対する審査 

18万4,800円 

20 建築基準法第5

5条第2項の規定

に基づく認定に

関する事務 

建築物の高さの

特例認定申請に

対する審査 

3万500円 

21 建築基準法第5

5条第3項の規定

に基づく許可に

関する事務 

建築物の高さの

特例許可申請に

対する審査 

18万4,800円 

22 建築基準法第5

5条第4項各号の

規定に基づく許

可に関する事務 

建築物の高さの

許可申請に対す

る審査 

18万4,800円 

23 建築基準法第5

6条の2第1項ただ

し書の規定に基

づく許可に関す

る事務 

日影による中高

層の建築物の高

さの許可申請に

対する審査 

18万4,800円 

24 建築基準法第5

7条第1項の規定

に基づく認定に

関する事務 

高架の工作物内

に設ける建築物

の高さの制限の

適用除外認定申

請に対する審査 

3万500円 

25 建築基準法第5

7条の2第1項の規

特例容積率の限

度の指定申請に

敷地の数が2である場合にあっ

ては8万5,800円，敷地の数が3以

19 建築基準法第5

3条の2第1項第3

号又は第4号（同

法第57条の5第3

項において準用

す る 場 合 を 含

む。）の規定に基

づく許可に関す

る事務 

建築物の敷地面

積の制限の適用

除外許可申請に

対する審査 

17万5,600円 

20 建築基準法第5

5条第2項の規定

に基づく認定に

関する事務 

建築物の高さの

特例認定申請に

対する審査 

2万9,100円 

21 建築基準法第5

5条第3項の規定

に基づく許可に

関する事務 

建築物の高さの

特例許可申請に

対する審査 

17万5,600円 

22 建築基準法第5

5条第4項各号の

規定に基づく許

可に関する事務 

建築物の高さの

許可申請に対す

る審査 

17万5,600円 

23 建築基準法第5

6条の2第1項ただ

し書の規定に基

づく許可に関す

る事務 

日影による中高

層の建築物の高

さの許可申請に

対する審査 

17万5,600円 

24 建築基準法第5

7条第1項の規定

に基づく認定に

関する事務 

高架の工作物内

に設ける建築物

の高さの制限の

適用除外認定申

請に対する審査 

2万9,100円 

25 建築基準法第5

7条の2第1項の規

特例容積率の限

度の指定申請に

敷地の数が2である場合にあっ

ては8万1,000円，敷地の数が3以
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改 正 後 改 正 前 

定に基づく指定

に関する事務 

対する審査 上である場合にあっては8万5,8

00円に2を超える敷地の数に3万

600円を乗じて得た額を加算し

た額 

26 建築基準法第5

7条の3第1項の規

定に基づく指定

の取消しに関す

る事務 

特例容積率の限

度の指定の取消

し申請に対する

審査 

敷地の数が1である場合にあっ

ては2万円，敷地の数が2以上で

ある場合にあっては2万円に1を

超える敷地の数に1万3,000円を

乗じて得た額を加算した額 

 

27 建築基準法第5

7条の4第1項ただ

し書の規定に基

づく許可に関す

る事務 

特例容積率適用

地区内の建築物

の高さの許可申

請に対する審査 

18万4,800円 

28 建築基準法第5

9条第1項第3号の

規定に基づく許

可に関する事務 

高度利用地区内

における建築物

の容積率，建ぺ

い率，建築面積

又は壁面の位置

の特例許可申請

に対する審査 

18万4,800円 

29 建築基準法第5

9条第4項の規定

に基づく許可に

関する事務 

高度利用地区内

における建築物

の各部分の高さ

の許可申請に対

する審査 

18万4,800円 

30 建築基準法第5

9条の2第1項の規

定に基づく許可

に関する事務 

敷地内に広い空

地を有する建築

物の容積率又は

各部分の高さの

特例許可申請に

対する審査 

18万4,800円 

定に基づく指定

に関する事務 

対する審査 上である場合にあっては8万1,0

00円に2を超える敷地の数に2万

8,800円を乗じて得た額を加算

した額 

26 建築基準法第5

7条の3第1項の規

定に基づく指定

の取消しに関す

る事務 

特例容積率の限

度の指定の取消

し申請に対する

審査 

敷地の数が1である場合にあっ

ては1万8,900円，敷地の数が2以

上である場合にあっては1万8,9

00円に1を超える敷地の数に1万

2,200円を乗じて得た額を加算

した額 

27 建築基準法第5

7条の4第1項の規

定に基づく許可

に関する事務 

 

特例容積率適用

地区内の建築物

の高さの許可申

請に対する審査 

17万5,600円 

28 建築基準法第5

9条第1項第3号の

規定に基づく許

可に関する事務 

高度利用地区内

における建築物

の容積率，建ぺ

い率，建築面積

又は壁面の位置

の特例許可申請

に対する審査 

17万5,600円 

29 建築基準法第5

9条第4項の規定

に基づく許可に

関する事務 

高度利用地区内

における建築物

の各部分の高さ

の許可申請に対

する審査 

17万5,600円 

30 建築基準法第5

9条の2第1項の規

定に基づく許可

に関する事務 

敷地内に広い空

地を有する建築

物の容積率又は

各部分の高さの

特例許可申請に

対する審査 

17万5,600円 
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改 正 後 改 正 前 

31 建築基準法第6

0条の2第1項第3

号の規定に基づ

く許可に関する

事務 

都市再生特別地

区内の建築物の

容積率，建ぺい

率，建築面積，高

さ又は壁面の位

置の制限の適用

除外許可申請に

対する審査 

18万4,800円 

32 建築基準法第6

0条の3第2項の規

定に基づく許可

に関する事務 

特定用途誘導地

区内の建築物の

高さの制限の適

用除外許可申請

に対する審査 

18万4,800円 

33 建築基準法第6

7条第3項第2号の

規定に基づく許

可に関する事務 

特定防災街区整

備地区の敷地面

積の最低限度に

関する許可申請

に対する審査 

18万4,800円 

34 建築基準法第6

7条第5項第2号の

規定に基づく許

可に関する事務 

特定防災街区整

備地区の壁面の

位置の制限に関

する許可申請に

対する審査 

18万4,800円 

35 建築基準法第6

7条第9項第2号の

規定に基づく許

可に関する事務 

特定防災街区整

備地区の間口率

及び高さの最低

限度に関する許

可申請に対する

審査 

18万4,800円 

36 建築基準法第6

8条第1項第2号の

規定に基づく許

可に関する事務 

景観地区内の建

築物の高さの特

例許可に対する

審査 

18万4,800円 

31 建築基準法第6

0条の2第1項第3

号の規定に基づ

く許可に関する

事務 

都市再生特別地

区内の建築物の

容積率，建ぺい

率，建築面積，高

さ又は壁面の位

置の制限の適用

除外許可申請に

対する審査 

17万5,600円 

32 建築基準法第6

0条の3第2項の規

定に基づく許可

に関する事務 

特定用途誘導地

区内の建築物の

高さの制限の適

用除外許可申請

に対する審査 

17万5,600円 

33 建築基準法第6

7条第3項第2号の

規定に基づく許

可に関する事務 

特定防災街区整

備地区の敷地面

積の最低限度に

関する許可申請

に対する審査 

17万5,600円 

34 建築基準法第6

7条第5項第2号の

規定に基づく許

可に関する事務 

特定防災街区整

備地区の壁面の

位置の制限に関

する許可申請に

対する審査 

17万5,600円 

35 建築基準法第6

7条第9項第2号の

規定に基づく許

可に関する事務 

特定防災街区整

備地区の間口率

及び高さの最低

限度に関する許

可申請に対する

審査 

17万5,600円 

36 建築基準法第6

8条第1項第2号の

規定に基づく許

可に関する事務 

景観地区内の建

築物の高さの特

例許可に対する

審査 

17万5,600円 



18 
 

改 正 後 改 正 前 

37 建築基準法第6

8条第2項第2号の

規定に基づく許

可に関する事務 

景観地区内の建

築物の壁面の位

置の制限の特例

許可に対する審

査 

18万4,800円 

38 建築基準法第6

8条第3項第2号の

規定に基づく許

可に関する事務 

景観地区内の建

築物の敷地面積

の特例許可に対

する審査 

18万4,800円 

39 建築基準法第6

8条第5項の規定

に基づく認定に

関する事務 

景観地区内の建

築物の各部分の

高さの制限に対

する適用除外認

定申請に対する

審査 

3万500円 

40 建築基準法第6

8条の3第1項，第2

項，第3項又は第7

項の規定に基づ

く認定に関する

事務 

再開発等促進区

等内における建

築物の容積率，

建築物の建ぺい

率，建築物の高

さ又は用途地域

等の制限の適用

除外認定申請に

対する審査 

3万500円 

41 建築基準法第6

8条の3第4項の規

定に基づく許可

に関する事務 

再開発等促進区

等内における建

築物の各部分の

高さの許可申請

に対する審査 

18万4,800円 

42 建築基準法第6

8条の4の規定に

基づく認定に関

する事務 

地区計画等の区

域内における公

共施設の整備の

状況に応じた建

3万500円 

37 建築基準法第6

8条第2項第2号の

規定に基づく許

可に関する事務 

景観地区内の建

築物の壁面の位

置の制限の特例

許可に対する審

査 

17万5,600円 

38 建築基準法第6

8条第3項第2号の

規定に基づく許

可に関する事務 

景観地区内の建

築物の敷地面積

の特例許可に対

する審査 

17万5,600円 

39 建築基準法第6

8条第5項の規定

に基づく認定に

関する事務 

景観地区内の建

築物の各部分の

高さの制限に対

する適用除外認

定申請に対する

審査 

2万9,100円 

40 建築基準法第6

8条の3第1項，第2

項，第3項又は第7

項の規定に基づ

く認定に関する

事務 

再開発等促進区

等内における建

築物の容積率，

建築物の建ぺい

率，建築物の高

さ又は用途地域

等の制限の適用

除外認定申請に

対する審査 

2万9,100円 

41 建築基準法第6

8条の3第4項の規

定に基づく許可

に関する事務 

再開発等促進区

等内における建

築物の各部分の

高さの許可申請

に対する審査 

17万5,600円 

42 建築基準法第6

8条の4の規定に

基づく認定に関

する事務 

地区計画等の区

域内における公

共施設の整備の

状況に応じた建

2万9,100円 
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築物の容積率の

制限の適用除外

認定申請に対す

る審査 

43 建築基準法第6

8条の5の2の規定

に基づく認定に

関する事務 

特定建築物地区

整備計画等の区

域内における建

築物の容積率の

適用除外認定申

請に対する審査 

3万500円 

44 建築基準法第6

8条の5の3第2項

の規定に基づく

許可に関する事

務 

地区計画又は沿

道地区計画の区

域内における建

築物の各部分の

高さの許可申請

に対する審査 

18万4,800円 

45 建築基準法第6

8条の5の5第1項

又は同条第2項の

規定に基づく認

定に関する事務 

地区計画等の区

域内における建

築物の容積率又

は建築物の各部

分の高さの制限

の適用除外認定

申請に対する審

査 

3万500円 

46 建築基準法第6

8条の5の6の規定

に基づく認定に

関する事務 

地区計画等の区

域内における建

築物の建ぺい率

の特例認定申請

に対する審査 

3万500円 

47 建築基準法第6

8条の7第5項の規

定に基づく許可

に関する事務 

予定道路に係る

建築物の延べ面

積の特例許可申

請に対する審査 

18万4,800円 

築物の容積率の

制限の適用除外

認定申請に対す

る審査 

43 建築基準法第6

8条の5の2の規定

に基づく認定に

関する事務 

特定建築物地区

整備計画等の区

域内における建

築物の容積率の

適用除外認定申

請に対する審査 

2万9,100円 

44 建築基準法第6

8条の5の3第2項

の規定に基づく

許可に関する事

務 

地区計画又は沿

道地区計画の区

域内における建

築物の各部分の

高さの許可申請

に対する審査 

17万5,600円 

45 建築基準法第6

8条の5の5第1項

又は同条第2項の

規定に基づく認

定に関する事務 

地区計画等の区

域内における建

築物の容積率又

は建築物の各部

分の高さの制限

の適用除外認定

申請に対する審

査 

2万9,100円 

46 建築基準法第6

8条の5の6の規定

に基づく認定に

関する事務 

地区計画等の区

域内における建

築物の建ぺい率

の特例認定申請

に対する審査 

2万9,100円 

47 建築基準法第6

8条の7第5項の規

定に基づく許可

に関する事務 

予定道路に係る

建築物の延べ面

積の特例許可申

請に対する審査 

17万5,600円 
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48 建築基準法第8

5条第6項の規定

に基づく許可に

関する事務 

仮設興行場等の

建築許可申請に

対する審査 

13万4,900円 

49 建築基準法第8

5条第7項の規定

に基づく許可に

関する事務 

1年を超えて使

用する特別の必

要がある仮設興

行場等の建築許

可申請に対する

審査 

16万3,000円 

50 建築基準法第8

6条第1項の規定

に基づく認定に

関する事務 

総合的設計によ

る一団地の一又

は二以上の建築

物の特例認定申

請に対する審査 

建築物の数が2以下である場合

にあっては8万5,800円，建築物

の数が3以上である場合にあっ

ては8万5,800円に2を超える建

築物の数に3万600円を乗じて得

た額を加算した額 

51 建築基準法第8

6条第2項の規定

に基づく認定に

関する事務 

既存建築物を前

提とした総合的

見地からした設

計による建築物

の特例認定申請

に対する審査 

建築物（既存建築物を除く。以下

この項において同じ。）の数が1

である場合にあっては8万5,800

円，建築物の数が2以上である場

合にあっては8万5,800円に1を

超える建築物の数に3万600円を

乗じて得た額を加算した額 

52 建築基準法第8

6条第3項の規定

に基づく許可に

関する事務 

総合的設計によ

る一団地の一又

は二以上の建築

物の特例許可申

請に対する審査 

建築物の数が2以下である場合

にあっては26万円，建築物の数

が3以上である場合にあっては2

6万円に2を超える建築物の数に

3万300円を乗じて得た額を加算

した額 

53 建築基準法第8

6条第4項の規定

に基づく許可に

関する事務 

既存建築物を前

提とした総合的

見地からした設

計による建築物

建築物（既存建築物を除く。以下

この項において同じ。）の数が1

である場合にあっては26万円，

建築物の数が2以上である場合

48 建築基準法第8

5条第6項の規定

に基づく許可に

関する事務 

仮設興行場等の

建築許可申請に

対する審査 

12万7,200円 

49 建築基準法第8

5条第7項の規定

に基づく許可に

関する事務 

1年を超えて使

用する特別の必

要がある仮設興

行場等の建築許

可申請に対する

審査 

15万4,900円 

50 建築基準法第8

6条第1項の規定

に基づく認定に

関する事務 

総合的設計によ

る一団地の一又

は二以上の建築

物の特例認定申

請に対する審査 

建築物の数が2以下である場合

にあっては8万1,000円，建築物

の数が3以上である場合にあっ

ては8万1,000円に2を超える建

築物の数に2万8,800円を乗じて

得た額を加算した額 

51 建築基準法第8

6条第2項の規定

に基づく認定に

関する事務 

既存建築物を前

提とした総合的

見地からした設

計による建築物

の特例認定申請

に対する審査 

建築物（既存建築物を除く。以下

この項において同じ。）の数が1

である場合にあっては8万1,000

円，建築物の数が2以上である場

合にあっては8万1,000円に1を

超える建築物の数に2万8,800円

を乗じて得た額を加算した額 

52 建築基準法第8

6条第3項の規定

に基づく許可に

関する事務 

総合的設計によ

る一団地の一又

は二以上の建築

物の特例許可申

請に対する審査 

建築物の数が2以下である場合

にあっては24万5,900円，建築物

の数が3以上である場合にあっ

ては24万5,900円に2を超える建

築物の数に2万8,500円を乗じて

得た額を加算した額 

53 建築基準法第8

6条第4項の規定

に基づく許可に

関する事務 

既存建築物を前

提とした総合的

見地からした設

計による建築物

建築物（既存建築物を除く。以下

この項において同じ。）の数が1

である場合にあっては24万5,90

0円，建築物の数が2以上である
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の特例許可申請

に対する審査 

にあっては26万円に1を超える

建築物の数に3万300円を乗じて

得た額を加算した額 

54 建築基準法第8

6条の2第1項の規

定に基づく認定

に関する事務 

一敷地内認定建

築物以外の建築

物の新築又は一

敷地内認定建築

物の増築等の認

定申請に対する

審査 

当該新築又は増築等に係る建築

物の数が1である場合にあって

は8万5,800円，建築物の数が2以

上である場合にあっては8万5,8

00円に1を超える建築物の数に3

万600円を乗じて得た額を加算

した額 

55 建築基準法第8

6条の2第2項又は

同条第3項の規定

に基づく許可に

関する事務 

一敷地内認定建

築物若しくは一

敷地内許可建築

物以外の建築物

の新築又は一敷

地内認定建築物

若しくは一敷地

内許可建築物の

増築等の許可申

請に対する審査 

当該新築又は増築等に係る建築

物の数が1である場合にあって

は26万円，建築物の数が2以上で

ある場合にあっては26万円に1

を超える建築物の数に3万300円

を乗じて得た額を加算した額 

56 建築基準法第8

6条の5第1項の規

定に基づく認定

又は許可の取消

しに関する事務 

建築物の認定又

は許可の取消し

申請に対する審

査 

7,100円に現に存する建築物の

数に1万3,200円を乗じて得た額

を加算した額 

57 建築基準法第8

6条の6第2項の規

定に基づく認定

に関する事務 

一団地の住宅施

設に関する都市

計画に基づく建

築物の容積率，

建ぺい率，外壁

の後退距離又は

高さの制限の適

用除外認定申請

3万500円 

の特例許可申請

に対する審査 

場合にあっては24万5,900円に1

を超える建築物の数に2万8,500

円を乗じて得た額を加算した額 

54 建築基準法第8

6条の2第1項の規

定に基づく認定

に関する事務 

一敷地内認定建

築物以外の建築

物の新築又は一

敷地内認定建築

物の増築等の認

定申請に対する

審査 

当該新築又は増築等に係る建築

物の数が1である場合にあって

は8万1,000円，建築物の数が2以

上である場合にあっては8万1,0

00円に1を超える建築物の数に2

万8,800円を乗じて得た額を加

算した額 

55 建築基準法第8

6条の2第2項又は

同条第3項の規定

に基づく許可に

関する事務 

一敷地内認定建

築物若しくは一

敷地内許可建築

物以外の建築物

の新築又は一敷

地内認定建築物

若しくは一敷地

内許可建築物の

増築等の許可申

請に対する審査 

当該新築又は増築等に係る建築

物の数が1である場合にあって

は24万5,900円，建築物の数が2

以上である場合にあっては24万

5,900円に1を超える建築物の数

に2万8,500円を乗じて得た額を

加算した額 

56 建築基準法第8

6条の5第1項の規

定に基づく認定

又は許可の取消

しに関する事務 

建築物の認定又

は許可の取消し

申請に対する審

査 

6,700円に現に存する建築物の

数に1万2,400円を乗じて得た額

を加算した額 

57 建築基準法第8

6条の6第2項の規

定に基づく認定

に関する事務 

一団地の住宅施

設に関する都市

計画に基づく建

築物の容積率，

建ぺい率，外壁

の後退距離又は

高さの制限の適

用除外認定申請

2万9,100円 
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に対する審査 

58 建築基準法第8

6条の8第1項の規

定に基づく認定

に関する事務 

既存の一の建築

物について二以

上の工事に分け

て増築等を含む

工事を行う場合

の全体計画の認

定申請に対する

審査 

3万500円 

59 建築基準法第8

6条の8第3項の規

定に基づく認定

に関する事務 

既存の一の建築

物について二以

上の工事に分け

て増築等を含む

工事を行う場合

の全体計画の変

更の認定申請に

対する審査 

3万500円 

60 建築基準法第8

7条の2第1項の規

定に基づく認定

に関する事務 

既存の一の建築

物について二以

上の工事に分け

て用途の変更に

伴う工事を行う

場合の全体計画

の認定申請に対

する審査 

3万500円 

61 建築基準法第8

7条の2第2項にお

いて準用する同

法第86条の8第3

項の規定に基づ

く認定に関する

事務 

既存の一の建築

物について二以

上の工事に分け

て用途の変更に

伴う工事を行う

場合の全体計画

の変更の認定申

請に対する審査 

3万500円 

に対する審査 

58 建築基準法第8

6条の8第1項の規

定に基づく認定

に関する事務 

既存の一の建築

物について二以

上の工事に分け

て増築等を含む

工事を行う場合

の全体計画の認

定申請に対する

審査 

2万9,100円 

59 建築基準法第8

6条の8第3項の規

定に基づく認定

に関する事務 

既存の一の建築

物について二以

上の工事に分け

て増築等を含む

工事を行う場合

の全体計画の変

更の認定申請に

対する審査 

2万9,100円 

60 建築基準法第8

7条の2第1項の規

定に基づく認定

に関する事務 

既存の一の建築

物について二以

上の工事に分け

て用途の変更に

伴う工事を行う

場合の全体計画

の認定申請に対

する審査 

2万9,100円 

61 建築基準法第8

7条の2第2項にお

いて準用する同

法第86条の8第3

項の規定に基づ

く認定に関する

事務 

既存の一の建築

物について二以

上の工事に分け

て用途の変更に

伴う工事を行う

場合の全体計画

の変更の認定申

請に対する審査 

2万9,100円 
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62 建築基準法第8

7条の3第6項の規

定に基づく許可

に関する事務 

建築物の用途を

変更して一時的

に興行場等とし

て使用する場合

の許可申請に対

する審査 

13万4,900円 

63 建築基準法第8

7条の3第7項の規

定に基づく許可

に関する事務 

建築物の用途を

変更して一時的

に特別興行場等

として使用する

場合の許可申請

に対する審査 

16万3,000円 

64 建築基準法第8

7条の4において

準用する同法第6

条第1項の規定に

基づく確認及び

同法第18条第2項

の規定に基づく

計画の通知に関

する事務 

確認申請及び計

画の通知に対す

る審査 

1 建築設備を設置する場合 

一の建築設備につき 1万3,5

00円（小荷物専用昇降機につ

いては，6,700円） 

2 確認を受けた建築設備の計

画の変更をして建築設備を設

置する場合 一の建築設備に

つき 7,800円（小荷物専用昇

降機については，3,300円） 

65 建築基準法第8

7条の4において

準用する同法第7

条第1項の規定に

基づく完了検査

及び同法第18条

第20項の規定に

基づく完了の通

知に関する事務 

完了検査申請及

び完了の通知に

対する審査 

一の建築設備につき 2万200円

（小荷物専用昇降機について

は，1万2,300円） 

66 建築基準法第8

7条の4において

準用する同法第7

中間検査申請及

び中間検査の通

知に対する審査 

一の建築設備につき 2万200円

（小荷物専用昇降機について

は，1万2,300円） 

62 建築基準法第8

7条の3第6項の規

定に基づく許可

に関する事務 

建築物の用途を

変更して一時的

に興行場等とし

て使用する場合

の許可申請に対

する審査 

12万7,200円 

63 建築基準法第8

7条の3第7項の規

定に基づく許可

に関する事務 

建築物の用途を

変更して一時的

に特別興行場等

として使用する

場合の許可申請

に対する審査 

15万4,900円 

64 建築基準法第8

7条の4において

準用する同法第6

条第1項の規定に

基づく確認及び

同法第18条第2項

の規定に基づく

計画の通知に関

する事務 

確認申請及び計

画の通知に対す

る審査 

1 建築設備を設置する場合 

一の建築設備につき 1万2,7

00円（小荷物専用昇降機につ

いては，6,300円） 

2 確認を受けた建築設備の計

画の変更をして建築設備を設

置する場合 一の建築設備に

つき 7,400円（小荷物専用昇

降機については，3,100円） 

65 建築基準法第8

7条の4において

準用する同法第7

条第1項の規定に

基づく完了検査

及び同法第18条

第20項の規定に

基づく完了の通

知に関する事務 

完了検査申請及

び完了の通知に

対する審査 

一の建築設備につき 1万9,000

円（小荷物専用昇降機について

は，1万1,600円） 

66 建築基準法第8

7条の4において

準用する同法第7

中間検査申請及

び中間検査の通

知に対する審査 

一の建築設備につき 1万9,000

円（小荷物専用昇降機について

は，1万1,600円） 
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改 正 後 改 正 前 

条の3第1項及び

同法第18条第28

項の規定に基づ

く中間検査に関

する事務 

67 建築基準法第8

8条第1項又は同

条第2項において

準用する同法第6

条第1項の規定に

基づく確認及び

同法第18条第2項

の規定に基づく

計画の通知に関

する事務 

確認申請及び計

画の通知に対す

る審査 

1 工作物を築造する場合 一

の工作物につき 1万2,300円 

2 確認を受けた工作物の計画

を変更して工作物を築造する

場合 一の工作物につき 6,

700円 

68 建築基準法第8

8条第1項又は同

条第2項において

準用する同法第7

条第1項の規定に

基づく完了検査

及び同法第18条

第20項の規定に

基づく完了の通

知に関する事務 

完了検査申請及

び完了の通知に

対する審査 

一の工作物につき 1万4,600円 

69 建築基準法第8

8条第1項におい

て準用する同法

第7条の3第1項及

び同法第18条第2

8項の規定に基づ

く中間検査に関

する事務 

中間検査申請及

び中間検査の通

知に対する審査 

一の工作物につき 1万4,600円 

条の3第1項及び

同法第18条第28

項の規定に基づ

く中間検査に関

する事務 

67 建築基準法第8

8条第1項又は同

条第2項において

準用する同法第6

条第1項の規定に

基づく確認及び

同法第18条第2項

の規定に基づく

計画の通知に関

する事務 

確認申請及び計

画の通知に対す

る審査 

1 工作物を築造する場合 一

の工作物につき 1万1,600円 

2 確認を受けた工作物の計画

を変更して工作物を築造する

場合 一の工作物につき 6,

300円 

68 建築基準法第8

8条第1項又は同

条第2項において

準用する同法第7

条第1項の規定に

基づく完了検査

及び同法第18条

第20項の規定に

基づく完了の通

知に関する事務 

完了検査申請及

び完了の通知に

対する審査 

一の工作物につき 1万3,800円 

69 建築基準法第8

8条第1項におい

て準用する同法

第7条の3第1項及

び同法第18条第2

8項の規定に基づ

く中間検査に関

する事務 

中間検査申請及

び中間検査の通

知に対する審査 

一の工作物につき 1万3,800円 
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改 正 後 改 正 前 

70 建築基準法施

行令（昭和25年政

令第338号）第137

条の12第11項の

規定に基づく認

定に関する事務 

敷地と道路との

関係に関する制

限の適用除外認

定申請に対する

審査 

3万500円 

71 建築基準法施

行令第137条の12

第12項の規定に

基づく認定に関

する事務 

道路内における

建築認定申請に

対する審査 

3万500円 

72 略 

 

別表第５（第２条関係） 

事務の種別 手数料を徴収

する事務 

手数料の金額 

1 長期優良住宅の

普及の促進に関す

る法律（平成20年法

律第87号）第5条第

1項から第5項まで

の規定による長期

優良住宅建築等計

画（以下「長期優良

住宅建築等計画」と

いう。）の認定の申

請（4の項に掲げる

申請を除く。）に関

する事務（住宅を新

築す る場合に限

る。） 

 

 

(1) 住宅の品質

確保の促進

等に関する

法律（平成11

年法律第 81

号）第5条第1

項の規定に

よる登録住

宅性能評価

機関（以下

「登録住宅

性能評価機

関」という。）

が交付する

同法第6条の

2第5項に規

定する確認

ア 一戸建ての住宅（人の居住

の用以外の用途に供する部分

を有しないものに限る。以下

同じ。） 1万3,700円 

イ 共同住宅等（共同住宅，長屋

その他の一戸建ての住宅以外

の住宅をいう。以下同じ。）（長

期優良住宅の普及の促進に関

する法律第5条第1項に規定す

る区分所有住宅（以下「区分所

有住宅」という。）を除く。以

下この表において同じ。） 床

面積（当該申請に係る住宅が

属する一の建築物の床面積を

いう。以下この項から4の項ま

で，5の項（2），6の項（2）及

び7の項（2）において同じ。）

70 建築基準法施

行令（昭和25年政

令第338号）第137

条の12第11項の

規定に基づく認

定に関する事務 

敷地と道路との

関係に関する制

限の適用除外認

定申請に対する

審査 

2万9,100円 

71 建築基準法施

行令第137条の12

第12項の規定に

基づく認定に関

する事務 

道路内における

建築認定申請に

対する審査 

2万9,100円 

72 略 

 

別表第５（第２条関係） 

事務の種別 手数料を徴収

する事務 

手数料の金額 

1 長期優良住宅の

普及の促進に関す

る法律（平成20年法

律第87号）第5条第

1項から第5項まで

の規定による長期

優良住宅建築等計

画（以下「長期優良

住宅建築等計画」と

いう。）の認定の申

請（4の項に掲げる

申請を除く。）に関

する事務（住宅を新

築 す る場 合 に限

る。） 

 

 

(1) 住宅の品質

確 保の促進

等 に関する

法律（平成11

年 法律第 81

号）第5条第1

項 の規定に

よ る登録住

宅 性能評価

機 関（以下

「 登録住宅

性 能評価機

関」という。）

が 交付する

同法第6条の

2第5項に規

定 する確認

ア 一戸建ての住宅（人の居住

の用以外の用途に供する部分

を有しないものに限る。以下

同じ。） 1万2,900円 

イ 共同住宅等（共同住宅，長屋

その他の一戸建ての住宅以外

の住宅をいう。以下同じ。）（長

期優良住宅の普及の促進に関

する法律第5条第1項に規定す

る区分所有住宅（以下「区分所

有住宅」という。）を除く。以

下この表において同じ。） 床

面積（当該申請に係る住宅が

属する一の建築物の床面積を

いう。以下この項から4の項ま

で，5の項（2），6の項（2）及

び7の項（2）において同じ。）
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書若しくは

同項に規定

する住宅性

能評価書又

はこれらの

写し（以下

「確認書等」

という。）の

提出があっ

た場合の認

定申請に対

する審査 

の区分に応じ，それぞれ次に

定める額を当該建築物におけ

る認定の申請に係る住戸の数

で除して得た額（その額に100

円未満の端数を生じたとき

は，これを切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 2万5,

300円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 4万2,000円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 7万200円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 11万2,700円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 17万2,200円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 29万2,600

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 37万600円 

 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

42万900円 

ウ 略 

(2) 確認書等の

提出がなか

った場合の

認定申請に

対する審査 

ア 一戸建ての住宅 5万2,000

円 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額を当該建築物における認定

の申請に係る住戸の数で除し

て得た額（その額に100円未満

の端数を生じたときは，これ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書 若しくは

同 項に規定

す る住宅性

能 評価書又

は これらの

写 し（以下

「確認書等」

という。）の

提 出があっ

た 場合の認

定 申請に対

する審査 

の区分に応じ，それぞれ次に

定める額を当該建築物におけ

る認定の申請に係る住戸の数

で除して得た額（その額に100

円未満の端数を生じたとき

は，これを切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 2万3,

800円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 3万9,500円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 6万6,000円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 10万5,900円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 16万1,800円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 27万5,000

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 34万8,300

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

39万5,500円 

ウ 略 

(2) 確認書等の

提 出がなか

っ た場合の

認 定申請に

対する審査 

 

 

 

ア 一戸建ての住宅 4万8,900

円 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額を当該建築物における認定

の申請に係る住戸の数で除し

て得た額（その額に100円未満

の端数を生じたときは，これ
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 12万

2,700円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 19万6,400円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 38万8,500円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 69万6,100円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 119万6,900円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 221万4,700

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 316万4,400

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

387万6,600円 

ウ 略 

2 長期優良住宅建

築等計画の認定の

申請（4の項に掲げ

る申請を除く。）に

関する事務（住宅を

増築又は改築する

場合に限る。） 

 

 

 

 

 

 

(1) 確認書等の

提出があっ

た場合の認

定申請に対

する審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 一戸建ての住宅 2万700円 

 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額を当該建築物における認定

の申請に係る住戸の数で除し

て得た額（その額に100円未満

の端数を生じたときは，これ

を切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 3万8,

100円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 6万3,100円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 11万

5,300円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 18万4,600円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 36万5,100円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 65万4,100円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 112万4,600円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 208万900円 

 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 297万3,300

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

364万2,400円 

ウ 略 

2 長期優良住宅建

築等計画の認定の

申請（4の項に掲げ

る申請を除く。）に

関する事務（住宅を

増築又は改築する

場合に限る。） 

 

 

 

 

 

 

(1) 確認書等の

提 出があっ

た 場合の認

定 申請に対

する審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 一戸建ての住宅 1万9,500

円 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額を当該建築物における認定

の申請に係る住戸の数で除し

て得た額（その額に100円未満

の端数を生じたときは，これ

を切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 3万5,

800円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 5万9,300円 
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 10万5,200円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 16万9,100円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 25万8,300円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 43万9,100

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 55万6,300

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

63万1,500円 

ウ 略 

(2) 確認書等の

提出がなか

った場合の

認定申請に

対する審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 一戸建ての住宅 7万8,700

円 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額を当該建築物における認定

の申請に係る住戸の数で除し

て得た額（その額に100円未満

の端数を生じたときは，これ

を切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 18万

5,500円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 29万7,100円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 58万7,200円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 105万2,000円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 9万8,900円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 15万8,900円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 24万2,700円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 41万2,600

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 52万2,700

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

59万3,400円 

ウ 略 

(2) 確認書等の

提 出がなか

っ た場合の

認 定申請に

対する審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 一戸建ての住宅 7万4,000

円 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額を当該建築物における認定

の申請に係る住戸の数で除し

て得た額（その額に100円未満

の端数を生じたときは，これ

を切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 17万

4,300円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 27万9,200円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 55万1,800円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 98万8,500円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以内のもの 180万8,800円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 334万7,000

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 478万2,300

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

585万8,500円 

ウ 略 

3 長期優良住宅の

普及の促進に関す

る法律第5条第6項

及び第7項の規定に

よる長期優良住宅

維持保全計画の認

定の申請に関する

事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 確認書等の

提出があっ

た場合の認

定申請に対

する審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 一戸建ての住宅 2万700円 

 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額を当該建築物における認定

の申請に係る住戸の数で除し

て得た額（その額に100円未満

の端数を生じたときは，これ

を切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 3万8,

100円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 6万3,100円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 10万5,200円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 16万9,100円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 25万8,300円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 43万9,100

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以内のもの 169万9,600円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 314万4,800

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 449万3,400

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

550万4,600円 

ウ 略 

3 長期優良住宅の

普及の促進に関す

る法律第5条第6項

及び第7項の規定に

よる長期優良住宅

維持保全計画の認

定の申請に関する

事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 確認書等の

提 出があっ

た 場合の認

定 申請に対

する審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 一戸建ての住宅 1万9,500

円 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額を当該建築物における認定

の申請に係る住戸の数で除し

て得た額（その額に100円未満

の端数を生じたときは，これ

を切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 3万5,

800円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 5万9,300円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 9万8,900円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 15万8,900円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 24万2,700円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 41万2,600

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㎡以内のもの 55万6,300

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 6

3万1,500円 

ウ 略 

(2) 確認書等の

提出がなか

った場合の

認定申請に

対する審査 

ア 一戸建ての住宅 7万8,700

 円 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額を当該建築物における認定

の申請に係る住戸の数で除し

て得た額（その額に100円未満

の端数を生じたときは，これ

を切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 18万5,

500円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 29万7,100円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡以

内のもの 58万7,200円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡以

内のもの 105万2,000円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 180万8,800円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000㎡

以内のもの 334万7,000円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000㎡

以内のもの 478万2,300円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 5

85万8,500円 

ウ 略 

4 略 

5 長期優良住宅の (1) 長期優良住 ア 一戸建ての住宅 2万5,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㎡以内のもの 52万2,700

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 5

9万3,400円 

ウ 略 

(2) 確認書等の

提 出がなか

っ た場合の

認 定申請に

対する審査 

ア 一戸建ての住宅 7万4,000

 円 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額を当該建築物における認定

の申請に係る住戸の数で除し

て得た額（その額に100円未満

の端数を生じたときは，これ

を切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 17万4,

300円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以内

のもの 27万9,200円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡以

内のもの 55万1,800円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡以

内のもの 98万8,500円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 169万9,600円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000㎡

以内のもの 314万4,800円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000㎡

以内のもの 449万3,400円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 5

50万4,600円 

ウ 略 

4 略 

5 長期優良住宅の (1) 長期優良住 ア 一戸建ての住宅 2万4,400
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改 正 後 改 正 前 

普及の促進に関す

る法律第8条第1項

の規定による認定

長期優良住宅建築

等計画（同法第9条

第1項に規定する認

定長期優良住宅建

築等計画をいう。以

下同じ。）の変更の

認定の申請（8の項

及び9の項に掲げる

申請を除く。）に関

する事務（住宅を新

築す る場合に限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅の普及の

促進に関す

る法律第6条

第1項第1号

に掲げる基

準に係る部

分の認定長

期優良住宅

建築等計画

の変更につ

いて，当該変

更の内容に

係る確認書

等の提出が

なかった場

合の変更の

認定申請に

対する審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

イ 共同住宅等 床面積（当該

申請に係る住宅が属する一の

建築物の床面積のうち当該変

更に係る部分の2分の1（床面

積の増加する部分にあって

は，当該増加する部分）の床面

積をいう。）の区分に応じ，そ

れぞれ次に定める額を当該建

築物における変更の認定の申

請に係る住戸の数で除して得

た額（その額に100円未満の端

数を生じたときは，これを切

り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 12万

2,700円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 19万6,400円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 38万8,500円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 69万6,100円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 119万6,900円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 221万4，700

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 316万4,400

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

387万6,600円 

ウ 略 

普及の促進に関す

る法律第8条第1項

の規定による認定

長期優良住宅建築

等計画（同法第9条

第1項に規定する認

定長期優良住宅建

築等計画をいう。以

下同じ。）の変更の

認定の申請（8の項

及び9の項に掲げる

申請を除く。）に関

する事務（住宅を新

築 す る場 合 に限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅 の普及の

促 進に関す

る法律第6条

第1項第1号

に 掲げる基

準 に係る部

分 の認定長

期 優良住宅

建 築等計画

の 変更につ

いて，当該変

更 の内容に

係 る確認書

等 の提出が

な かった場

合 の変更の

認 定申請に

対する審査 

円 

イ 共同住宅等 床面積（当該

申請に係る住宅が属する一の

建築物の床面積のうち当該変

更に係る部分の2分の1（床面

積の増加する部分にあって

は，当該増加する部分）の床面

積をいう。）の区分に応じ，そ

れぞれ次に定める額を当該建

築物における変更の認定の申

請に係る住戸の数で除して得

た額（その額に100円未満の端

数を生じたときは，これを切

り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 11万

5,300円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 18万4,600円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 36万5,100円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 65万4,100円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 112万4,600円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 208万900円 

 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 297万3,300

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

364万2,400円 

ウ 略 
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) その他の変

更の場合の

認定申請に

対する審査 

ア 一戸建ての住宅 6,800円 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額に2分の1を乗じて得た額を

当該建築物における変更の認

定の申請に係る住戸の数で除

して得た額（その額に100円未

満の端数を生じたときは，こ

れを切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 2万5,

300円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 4万2,000円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 7万200円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 11万2,700円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 17万2,200円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 29万2,600

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 37万600円 

 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

42万900円 

ウ 略 

6 長期優良住宅の

普及の促進に関す

る法律第8条第1項

の規定による認定

長期優良住宅建築

(1) 長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第6条

第1項第1号

ア 一戸建ての住宅 3万9,200

円 

イ 共同住宅等 床面積（当該

申請に係る住宅が属する一の

建築物の床面積のうち当該変

 

 

 

 

 

 

 

(2) その他の変

更 の場合の

認 定申請に

対する審査 

ア 一戸建ての住宅 6,400円 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額に2分の1を乗じて得た額を

当該建築物における変更の認

定の申請に係る住戸の数で除

して得た額（その額に100円未

満の端数を生じたときは，こ

れを切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 2万3,

800円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 3万9,500円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 6万6,000円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 10万5,900円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 16万1,800円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 27万5,000

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 34万8,300

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

39万5,500円 

ウ 略 

6 長期優良住宅の

普及の促進に関す

る法律第8条第1項

の規定による認定

長期優良住宅建築

(1) 長期優良住

宅 の普及の

促 進に関す

る法律第6条

第1項第1号

ア 一戸建ての住宅 3万6,900

円 

イ 共同住宅等 床面積（当該

申請に係る住宅が属する一の

建築物の床面積のうち当該変
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改 正 後 改 正 前 

等計画の変更の認

定の申請（8の項及

び9の項に掲げる申

請を除く。）に関す

る事務（住宅を増築

又は改築する場合

に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に掲げる基

準に係る部

分の認定長

期優良住宅

建築等計画

の変更につ

いて，当該変

更の内容に

係る確認書

等の提出が

なかった場

合の変更の

認定申請に

対する審査 

更に係る部分の2分の1（床面

積の増加する部分にあって

は，当該増加する部分）の床面

積をいう。）の区分に応じ，そ

れぞれ次に定める額を当該建

築物における変更の認定の申

請に係る住戸の数で除して得

た額（その額に100円未満の端

数を生じたときは，これを切

り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 18万

5,500円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 29万7,100円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 58万7,200円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 105万2,000円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 180万8,800円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 334万7,000

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 478万2,300

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

585万8,500円 

ウ 略 

(2) その他の変

更の場合の

認定申請に

対する審査 

ア 一戸建ての住宅 1万300円 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額に2分の1を乗じて得た額を

等計画の変更の認

定の申請（8の項及

び9の項に掲げる申

請を除く。）に関す

る事務（住宅を増築

又は改築する場合

に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に 掲げる基

準 に係る部

分 の認定長

期 優良住宅

建 築等計画

の 変更につ

いて，当該変

更 の内容に

係 る確認書

等 の提出が

な かった場

合 の変更の

認 定申請に

対する審査 

更に係る部分の2分の1（床面

積の増加する部分にあって

は，当該増加する部分）の床面

積をいう。）の区分に応じ，そ

れぞれ次に定める額を当該建

築物における変更の認定の申

請に係る住戸の数で除して得

た額（その額に100円未満の端

数を生じたときは，これを切

り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 17万

4,300円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 27万9,200円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 55万1,800円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 98万8,500円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 169万9,600円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 314万4,800

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 449万3,400

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

550万4,600円 

ウ 略 

(2) その他の変

更 の場合の

認 定申請に

対する審査 

ア 一戸建ての住宅 9,700円 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額に2分の1を乗じて得た額を
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

当該建築物における変更の認

定の申請に係る住戸の数で除

して得た額（その額に100円未

満の端数を生じたときは，こ

れを切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 3万8,

100円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 6万3,100円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 10万5,200円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 16万9,100円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 25万8,300円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 43万9,100

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 55万6,300

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

63万1,500円 

ウ 略 

7 長期優良住宅の

普及の促進に関す

る法律第8条第1項

の規定による認定

長期優良住宅維持

保全計画（同法第1

0条第2号ロに規定

する認定長期優良

住宅維持保全計画

(1) 長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第6条

第1項第1号

に掲げる基

準に係る部

分の認定長

期優良住宅

ア 一戸建ての住宅 3万9,200

円 

イ 共同住宅等 床面積（当該

申請に係る住宅が属する一の

建築物の床面積のうち当該変

更に係る部分の2分の1（床面

積の増加する部分にあって

は，当該増加する部分）の床面

積をいう。）の区分に応じ，そ

 

 

 

 

当該建築物における変更の認

定の申請に係る住戸の数で除

して得た額（その額に100円未

満の端数を生じたときは，こ

れを切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 3万5,

800円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 5万9,300円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 9万8,900円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 15万8,900円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 24万2,700円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 41万2,600

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 52万2,700

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

59万3,400円 

ウ 略 

7 長期優良住宅の

普及の促進に関す

る法律第8条第1項

の規定による認定

長期優良住宅維持

保全計画（同法第1

0条第2号ロに規定

する認定長期優良

住宅維持保全計画

(1) 長期優良住

宅 の普及の

促 進に関す

る法律第6条

第1項第1号

に 掲げる基

準 に係る部

分 の認定長

期 優良住宅

ア 一戸建ての住宅 3万6,900

円 

イ 共同住宅等 床面積（当該

申請に係る住宅が属する一の

建築物の床面積のうち当該変

更に係る部分の2分の1（床面

積の増加する部分にあって

は，当該増加する部分）の床面

積をいう。）の区分に応じ，そ
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をいう。以下同じ。）

の変更の認定の申

請に関する事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持保全計

画の変更に

ついて，当該

変更の内容

に係る確認

書等の提出

がなかった

場合の変更

の認定申請

に対する審

査 

れぞれ次に定める額を当該建

築物における変更の認定の申

請に係る住戸の数で除して得

た額（その額に100円未満の端

数を生じたときは，これを切

り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 18万

5,500円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 29万7,100円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 58万7,200円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 105万2,000円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 180万8,800円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 334万7,000

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 478万2,300

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

585万8,500円 

ウ 略 

(2) その他の変

更の場合の

認定申請に

対する審査 

 

 

 

 

ア 一戸建ての住宅 1万300円 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額に2分の1を乗じて得た額を

当該建築物における変更の認

定の申請に係る住戸の数で除

して得た額（その額に100円未

満の端数を生じたときは，こ

をいう。以下同じ。）

の変更の認定の申

請に関する事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維 持保全計

画 の変更に

ついて，当該

変 更の内容

に 係る確認

書 等の提出

が なかった

場 合の変更

の 認定申請

に 対する審

査 

れぞれ次に定める額を当該建

築物における変更の認定の申

請に係る住戸の数で除して得

た額（その額に100円未満の端

数を生じたときは，これを切

り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 17万

4,300円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 27万9,200円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 55万1,800円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 98万8,500円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 169万9,600円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 314万4,800

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 449万3,400

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

550万4,600円 

ウ 略 

(2) その他の変

更 の場合の

認 定申請に

対する審査 

 

 

 

 

ア 一戸建ての住宅 9,700円 

イ 共同住宅等 床面積の区分

に応じ，それぞれ次に定める

額に2分の1を乗じて得た額を

当該建築物における変更の認

定の申請に係る住戸の数で除

して得た額（その額に100円未

満の端数を生じたときは，こ
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れを切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 3万8,

100円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 6万3,100円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 10万5,200円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 16万9,100円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 25万8,300円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 43万9,100

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 55万6,300

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

63万1,500円 

ウ 略 

8 略 

9 長期優良住宅の

普及の促進に関す

る法律第9条第1項

の規定による譲受

人を決定した場合

又は同条第3項の規

定による管理者等

が選任された場合

における同法第8条

第1項の規定による

認定長期優良住宅

建築等計画の変更

長期優良住宅

の普及の促進

に関する法律

第9条第1項の

規定による譲

受人を決定し

た場合又は同

条第3項の規定

による管理者

等が選任され

た場合におけ

る同法第8条第

6,800円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れを切り捨てた額） 

(ア) 500㎡以内のもの 3万5,

800円 

(イ) 500㎡を超え，1,000㎡以

内のもの 5万9,300円 

(ウ) 1,000㎡を超え，3,000㎡

以内のもの 9万8,900円 

(エ) 3,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 15万8,900円 

(オ) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 24万2,700円 

(カ) 10,000㎡を超え，20,000

㎡以内のもの 41万2,600

円 

(キ) 20,000㎡を超え，30,000

㎡以内のもの 52万2,700

円 

(ク) 30,000㎡を超えるもの 

59万3,400円 

ウ 略 

8 略 

9 長期優良住宅の

普及の促進に関す

る法律第9条第1項

の規定による譲受

人を決定した場合

又は同条第3項の規

定による管理者等

が選任された場合

における同法第8条

第1項の規定による

認定長期優良住宅

建築等計画の変更

長期優良住宅

の普及の促進

に関する法律

第9条第1項の

規定による譲

受人を決定し

た場合又は同

条第3項の規定

による管理者

等が選任され

た場合におけ

る同法第8条第

6,400円 
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の認定の申請に関

する事務 

1項の規定によ

る認定長期優

良住宅建築等

計画の変更の

認定の申請に

対する審査 

 

 

10 長期優良住宅の

普及の促進に関す

る法律第10条の規

定による計画の認

定を受けた地位の

承継の承認申請に

関する事務 

長期優良住宅

の普及の促進

に関する法律

第10条の規定

による計画の

認定を受けた

地位の承継の

承認申請に対

する審査 

6,800円 

11 長期優良住宅の

普及の促進に関す

る法律第18条第1

項の規定による容

積率の特例の許可

の申請に関する事

務 

長期優良住宅

の普及の促進

に関する法律

第18条第1項の

規定による容

積率の特例の

許可の申請に

対する審査 

18万4,800円 

 

別表第６（第２条関係） 

事務の種別 手数料を徴収す

る事務 

手数料の金額 

1 都市の低炭素化

の促進に関する法

律第53条第1項の

規定による低炭素

建築物新築等計画

（以下「低炭素建

(1) 建築物のエ

ネルギー消費

性能の向上等

に関する法律

第14条第1項

の規定による

ア 一戸建ての住宅 5,000円 

イ 非居住部分を有しない共同

住宅等の建築物全体 

(ア) 共用部分（人の居住のみの

用に供するものに限る。以

下同じ。）がある場合 共用

の認定の申請に関

する事務 

1項の規定によ

る認定長期優

良住宅建築等

計画の変更の

認定の申請に

対する審査 

 

 

10 長期優良住宅の

普及の促進に関す

る法律第10条の規

定による計画の認

定を受けた地位の

承継の承認申請に

関する事務 

長期優良住宅

の普及の促進

に関する法律

第10条の規定

による計画の

認定を受けた

地位の承継の

承認申請に対

する審査 

6,400円 

11 長期優良住宅の

普及の促進に関す

る法律第18条第1

項の規定による容

積率の特例の許可

の申請に関する事

務 

長期優良住宅

の普及の促進

に関する法律

第18条第1項の

規定による容

積率の特例の

許可の申請に

対する審査 

17万5,600円 

 

別表第６（第２条関係） 

事務の種別 手数料を徴収す

る事務 

手数料の金額 

1 都市の低炭素化

の促進に関する法

律（平成24年法律

第84号）第53条第1

項の規定による低

炭素建築物新築等

(1) 建築物のエ

ネルギー消費

性能の向上等

に関する法律

（平成27年法

律第53号）第

ア 一戸建ての住宅 4,700円 

イ 非居住部分を有しない共同

住宅等の建築物全体 

(ア) 共用部分（人の居住のみの

用に供するものに限る。以

下同じ。）がある場合 共用
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築物新築等計画」

という。）の認定の

申請（2の項に掲げ

る申請を除く。）に

関する事務 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

（以下「登録

建築物エネル

ギー消費性能

判定機関」と

いう。）若しく

は登録住宅性

能 評 価 機 関

（当該申請の

対象とする範

囲に非居住部

分が含まれる

場合にあって

は，登録建築

物エネルギー

消費性能判定

機関。以下同

じ。）が交付す

る適合証（当

該低炭素建築

物新築等計画

が都市の低炭

素化の促進に

関する法律第

54条第1項各

号に掲げる基

準に適合して

いることを証

する書類をい

う。）又は市長

が別に定める

部分の床面積の区分に応

じ，それぞれ次に定める額

及び（イ）aからiまでに掲げ

る戸数の区分に応じ，それ

ぞれに定める額を合算した

額 

a 300㎡以内のもの 1万20

0円 

b 300㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 2万9,300円 

c 2,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 8万8,400円 

d 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 13万9,700円 

e 10,000㎡を超え，25,000

㎡以内のもの 17万6,800

円 

f 25,000㎡を超えるもの 

22万800円 

(イ) 共用部分がない場合 戸

数の区分に応じ，それぞれ

次に定める額 

a 1戸のもの 5,000円 

b 1戸を超え，5戸以内のも

の 1万200円 

c 5戸を超え，10戸以内のも

の 1万7,600円 

d 10戸を超え，25戸以内の

もの 2万9,300円 

e 25戸を超え，50戸以内の

もの 4万9,300円 

f 50戸を超え，100戸以内の

もの 8万8,400円 

計画（以下「低炭素

建築物新築等計

画」という。）の認

定の申請（2の項に

掲げる申請を除

く。）に関する事務 

14条第1項の

規定による登

録建築物エネ

ルギー消費性

能 判 定 機 関

（以下「登録

建築物エネル

ギー消費性能

判定機関」と

いう。）若しく

は登録住宅性

能 評 価 機 関

（当該申請の

対象とする範

囲に非居住部

分が含まれる

場合にあって

は，登録建築

物エネルギー

消費性能判定

機関。以下同

じ。）が交付す

る適合証（当

該低炭素建築

物新築等計画

が都市の低炭

素化の促進に

関する法律第

54条第1項各

号に掲げる基

準に適合して

いることを証

する書類をい

部分の床面積の区分に応

じ，それぞれ次に定める額

及び（イ）aからiまでに掲げ

る戸数の区分に応じ，それ

ぞれに定める額を合算した

額 

a 300㎡以内のもの 9,600

  円 

b 300㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 2万7,600円 

c 2,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 8万3,000円 

d 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 13万1,200円 

e 10,000㎡を超え，25,000

㎡以内のもの 16万6,100

円 

f 25,000㎡を超えるもの 

20万7,400円 

(イ) 共用部分がない場合 戸

数の区分に応じ，それぞれ

次に定める額 

a 1戸のもの 4,700円 

b 1戸を超え，5戸以内のも

の 9,600円 

c 5戸を超え，10戸以内のも

の 1万6,600円 

d 10戸を超え，25戸以内の

もの 2万7,600円 

e 25戸を超え，50戸以内の

もの 4万6,300円 

f 50戸を超え，100戸以内の

もの 8万3,000円 
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書類の提出が

あった場合の

認定申請に対

する審査 

g 100戸を超え，200戸以内

のもの 13万9,700円 

h 200戸を超え，300戸以内

のもの 17万6,800円 

i 300戸を超えるもの 18

万8,100円 

ウ 複合建築物（非居住部分を

有する共同住宅等をいう。以

下同じ。） 次に掲げる区分に

応じ，それぞれ次に定める額 

(ア) 建築物全体 

a 共用部分がある場合 イ

の（ア）aからfまでに掲げる

床面積の区分に応じ，それ

ぞれに定める額，イの（イ）

aからiまでに掲げる戸数の

区分に応じ，それぞれに定

める額及び非居住部分の床

面積の区分に応じ，それぞ

れ次に定める額を合算した

額 

(a) 300㎡以内のもの 1万20

0円 

(b) 300㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 2万9,300円 

(c) 2,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 8万8,400円 

(d) 5,000㎡を超え，10,000

㎡以内のもの 13万9,700

円 

(e) 10,000㎡を超え，25,000

㎡以内のもの 17万6,800

円 

う。）又は市長

が別に定める

書類の提出が

あった場合の

認定申請に対

する審査 

g 100戸を超え，200戸以内

のもの 13万1,200円 

h 200戸を超え，300戸以内

のもの 16万6,100円 

i 300戸を超えるもの 17

万6,700円 

ウ 複合建築物（非居住部分を

有する共同住宅等をいう。以

下同じ。） 次に掲げる区分に

応じ，それぞれ次に定める額 

(ア) 建築物全体 

a 共用部分がある場合 イ

の（ア）aからfまでに掲げる

床面積の区分に応じ，それ

ぞれに定める額，イの（イ）

aからiまでに掲げる戸数の

区分に応じ，それぞれに定

める額及び非居住部分の床

面積の区分に応じ，それぞ

れ次に定める額を合算した

額 

(a) 300㎡以内のもの 9,600

円 

(b) 300㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 2万7,600円 

(c) 2,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 8万3,000円 

(d) 5,000㎡を超え，10,000

㎡以内のもの 13万1,200

円 

(e) 10,000㎡を超え，25,000

㎡以内のもの 16万6,100

円 
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(f) 25,000㎡を超えるもの 

22万800円 

b 略 

(イ)及び(ウ) 略 

エ 略 

(2) その他の場

合の認定申請

に対する審査 

ア 一戸建ての住宅 3万7,500

円 

イ 非居住部分を有しない共同

住宅等の建築物全体 

(ア) 共用部分がある場合 共

用部分の床面積の区分に応

じ，それぞれ次に定める額

及び（イ）aからiまでに掲げ

る戸数の区分に応じ，それ

ぞれに定める額を合算した

額 

a 300㎡以内のもの 11万

9,400円 

b 300㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 19万8,200円 

c 2,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 30万8,600円 

d 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 39万6,500円 

e 10,000㎡を超え，25,000

㎡以内のもの 47万4,300

円 

f 25,000㎡を超えるもの 

55万2,000円 

(イ) 共用部分がない場合 戸

数の区分に応じ，それぞれ

次に定める額 

a 1戸のもの 3万7,500円 

(f) 25,000㎡を超えるもの 

20万7,400円 

b 略 

(イ)及び(ウ) 略 

エ 略 

(2) その他の場

合の認定申請

に対する審査 

ア 一戸建ての住宅 3万5,200

円 

イ 非居住部分を有しない共同

住宅等の建築物全体 

(ア) 共用部分がある場合 共

用部分の床面積の区分に応

じ，それぞれ次に定める額

及び（イ）aからiまでに掲げ

る戸数の区分に応じ，それ

ぞれに定める額を合算した

額 

a 300㎡以内のもの 11万

2,100円 

b 300㎡を超え，2,000㎡以

内のもの 18万6,300円 

c 2,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 29万円 

d 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 37万2,600円 

e 10,000㎡を超え，25,000

㎡以内のもの 44万5,600

円 

f 25,000㎡を超えるもの 

51万8,700円 

(イ) 共用部分がない場合 戸

数の区分に応じ，それぞれ

次に定める額 

a 1戸のもの 3万5,200円 
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b 1戸を超え，5戸以内のも

の 7万5,900円 

c 5戸を超え，10戸以内のも

の 10万6,900円 

d 10戸を超え，25戸以内の

もの 14万9,800円 

e 25戸を超え，50戸以内の

もの 21万5,100円 

f 50戸を超え，100戸以内の

もの 30万9,800円 

g 100戸を超え，200戸以内

のもの 41万9,100円 

h 200戸を超え，300戸以内

のもの 54万9,800円 

i 300戸を超えるもの 64

万5,500円 

ウ 複合建築物 次に掲げる区

分に応じ，それぞれ次に定め

る額 

(ア) 建築物全体 

a 共用部分がある場合 イ

の（ア）aからfまでに掲げる

床面積の区分に応じ，それ

ぞれに定める額，イの（イ）

aからiまでに掲げる戸数の

区分に応じ，それぞれに定

める額及び非居住部分の床

面積の区分に応じ，それぞ

れ次に定める額を合算した

額 

(a) 300㎡以内のもの 26万

4,700円 

(b) 300㎡を超え，1,000㎡以

b 1戸を超え，5戸以内のも

の 7万1,300円 

c 5戸を超え，10戸以内のも

の 10万400円 

d 10戸を超え，25戸以内の

もの 14万700円 

e 25戸を超え，50戸以内の

もの 20万2,100円 

f 50戸を超え，100戸以内の

もの 29万1,100円 

g 100戸を超え，200戸以内

のもの 39万3,700円 

h 200戸を超え，300戸以内

のもの 51万6,500円 

i 300戸を超えるもの 60

万6,500円 

ウ 複合建築物 次に掲げる区

分に応じ，それぞれ次に定め

る額 

(ア) 建築物全体 

a 共用部分がある場合 イ

の（ア）aからfまでに掲げる

床面積の区分に応じ，それ

ぞれに定める額，イの（イ）

aからiまでに掲げる戸数の

区分に応じ，それぞれに定

める額及び非居住部分の床

面積の区分に応じ，それぞ

れ次に定める額を合算した

額 

(a) 300㎡以内のもの 24万

8,700円 

(b) 300㎡を超え，1,000㎡以
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内のもの 33万100円 

(c) 1,000㎡を超え，2,000㎡

以内のもの 42万2,400円 

(d) 2,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 60万1,600円 

(e) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 73万9,000円 

(f) 10,000㎡を超え，25,000

㎡以内のもの 87万900円 

 

(g) 25,000㎡を超えるもの 

99万3,700円 

b 略 

(イ)及び(ウ) 略 

エ 略 

2～4 略 

 

別表第７（第２条関係） 

事務の種別 手数料を徴収す

る事務 

手数料の金額 

1 建築物のエネル

ギー消費性能の向

上等に関する法律

第30条第1項の規

定による建築物エ

ネルギー消費性能

向上計画（同法第

29条第1項の規定

による建築物エネ

ルギー消費性能向

上計画をいう。以

下この項及び2の

項において同じ。）

(1) 建築物エネ

ルギー消費性

能向上計画に

建築物のエネ

ルギー消費性

能の向上等に

関する法律第

29条第3項各

号に掲げる事

項が記載され

ていない場合

の認定申請に

対する審査 

ア 登録建築物エネルギー消費

性能判定機関若しくは登録住

宅性能評価機関が交付する適

合証（当該申請に係る建築物

エネルギー消費性能向上計画

が建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第30

条第1項各号に掲げる基準に

適合していることを証する書

類をいう。）又は市長が別に定

める書類の提出がある場合 

(ア) 一戸建ての住宅 5,300

  円 

内のもの 31万100円 

(c) 1,000㎡を超え，2,000㎡

以内のもの 39万6,900円 

(d) 2,000㎡を超え，5,000㎡

以内のもの 56万5,200円 

(e) 5,000㎡を超え，10,000㎡

以内のもの 69万4,400円 

(f) 10,000㎡を超え，25,000

㎡以内のもの 81万8,300

円 

(g) 25,000㎡を超えるもの 

93万3,600円 

b 略 

(イ)及び(ウ) 略 

エ 略 

2～4 略 

 

別表第７（第２条関係） 

事務の種別 手数料を徴収す

る事務 

手数料の金額 

1 建築物のエネル

ギー消費性能の向

上等に関する法律

（平成27年法律第

53号）第30条第1項

の規定による建築

物エネルギー消費

性能向上計画（同

法第29条第1項の

規定による建築物

エネルギー消費性

能向上計画をい

う。以下この項及

(1) 建築物エネ

ルギー消費性

能向上計画に

建築物のエネ

ルギー消費性

能の向上等に

関する法律第

29条第3項各

号に掲げる事

項が記載され

ていない場合

の認定申請に

対する審査 

ア 登録建築物エネルギー消費

性能判定機関若しくは登録住

宅性能評価機関が交付する適

合証（当該申請に係る建築物

エネルギー消費性能向上計画

が建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第30

条第1項各号に掲げる基準に

適合していることを証する書

類をいう。）又は市長が別に定

める書類の提出がある場合 

(ア) 一戸建ての住宅 5,000

  円 
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の認定の申請（2の

項に掲げる申請を

除く。）に関する事

務 

(イ) 非居住部分を有しない共

同住宅等 床面積（当該建

築物に共用部分がある場合

において，建築物エネルギ

ー消費性能基準等を定める

省令（平成28年経済産業省

令・国土交通省令第1号）に

基づき非居住部分以外の部

分のエネルギー消費量（同

令第1条第1項第1号イに規

定する設計一次エネルギー

消費量，同号イに規定する

基準一次エネルギー消費

量，同令第10条第1号ロ（1）

に規定する誘導設計一次エ

ネルギー消費量又は同号ロ

（1）に規定する誘導基準一

次エネルギー消費量をい

う。以下同じ。）を単位住戸

（同令第1条第1項第2号イ

（1）に規定する単位住戸を

いう。）のエネルギー消費量

を合計して算定する場合

は，共用部分の床面積を除

く。以下この項（1）イ（イ）

において同じ。）の区分に応

じ，それぞれ次に定める額 

a 300㎡未満のもの 1万80

0円 

b 300㎡以上，2,000㎡未満

のもの 2万3,200円 

c 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 5万2,000円 

び2の項において

同じ。）の認定の申

請（2の項に掲げる

申請を除く。）に関

する事務 

(イ) 非居住部分を有しない共

同住宅等 床面積（当該建

築物に共用部分がある場合

において，建築物エネルギ

ー消費性能基準等を定める

省令（平成28年経済産業省

令・国土交通省令第1号）に

基づき非居住部分以外の部

分のエネルギー消費量（同

令第1条第1項第1号イに規

定する設計一次エネルギー

消費量，同号イに規定する

基準一次エネルギー消費

量，同令第10条第1号ロ（1）

に規定する誘導設計一次エ

ネルギー消費量又は同号ロ

（1）に規定する誘導基準一

次エネルギー消費量をい

う。以下同じ。）を単位住戸

（同令第1条第1項第2号イ

（1）に規定する単位住戸を

いう。）のエネルギー消費量

を合計して算定する場合

は，共用部分の床面積を除

く。以下この項（1）イ（イ）

において同じ。）の区分に応

じ，それぞれ次に定める額 

a 300㎡未満のもの 1万20

0円 

b 300㎡以上，2,000㎡未満

のもの 2万1,800円 

c 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 4万8,900円 
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d 5,000㎡以上のもの 9万

3,400円 

(ウ) 非住宅建築物 床面積の

区分に応じ，それぞれ次に

定める額 

a 300㎡未満のもの 1万80

0円 

b 300㎡以上，1,000㎡未満

のもの 1万9,000円 

c 1,000㎡以上，2,000㎡未

満のもの 3万1,100円 

d 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 9万3,400円 

e 5,000㎡以上，10,000㎡未

満のもの 14万7,800円 

f 10,000㎡以上，25,000㎡

未満のもの 18万5,900円 

g 25,000㎡以上のもの 23

万3,000円 

(エ) 略 

イ その他の場合 

(ア) 一戸建ての住宅 基準及

び床面積の区分に応じ，そ

れぞれ次に定める額 

a 仕様基準（建築物エネル

ギー消費性能基準等を定め

る省令に定める基準のうち

市長が別に定めるものをい

う。）による場合 

(a) 200㎡未満のもの 1万9,

400円 

(b) 200㎡以上のもの 2万90

0円 

d 5,000㎡以上のもの 8万

7,700円 

(ウ) 非住宅建築物 床面積の

区分に応じ，それぞれ次に

定める額 

a 300㎡未満のもの 1万20

0円 

b 300㎡以上，1,000㎡未満

のもの 1万7,800円 

c 1,000㎡以上，2,000㎡未

満のもの 2万9,200円 

d 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 8万7,700円 

e 5,000㎡以上，10,000㎡未

満のもの 13万8,900円 

f 10,000㎡以上，25,000㎡

未満のもの 17万4,700円 

g 25,000㎡以上のもの 21

万8,900円 
(エ) 略 

イ その他の場合 

(ア) 一戸建ての住宅 基準及

び床面積の区分に応じ，そ

れぞれ次に定める額 

a 仕様基準（建築物エネル

ギー消費性能基準等を定め

る省令に定める基準のうち

市長が別に定めるものをい

う。）による場合 

(a) 200㎡未満のもの 1万8,

300円 

(b) 200㎡以上のもの 1万9,

700円 
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b 仕様・計算併用法（建築物

エネルギー消費性能基準等

を定める省令に定める基準

のうち市長が別に定めるも

のをいう。）による場合 

(a) 200㎡未満のもの 2万7,

700円 

(b) 200㎡以上のもの 3万60

0円 

c 性能基準等（建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定

める省令に定める基準のう

ち市長が別に定めるものを

いう。）による場合 

(a) 200㎡未満のもの 3万8,

300円 

(b) 200㎡以上のもの 4万2,

800円 

(イ) 非居住部分を有しない共

同住宅等 基準及び床面積

の区分に応じ，それぞれ次

に定める額 

〇a 仕様基準（建築物エネル

ギー消費性能基準等を定め

る省令に定める基準のうち

市長が別に定めるものをい

う。）による場合 

(a) 300㎡未満のもの 3万6,

700円 

(b) 300㎡以上，2,000㎡未満

のもの 6万3,800円 

(c) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 11万5,700円 

b 仕様・計算併用法（建築物

エネルギー消費性能基準等

を定める省令に定める基準

のうち市長が別に定めるも

のをいう。）による場合 

(a) 200㎡未満のもの 2万6,

000円 

(b) 200㎡以上のもの 2万8,

800円 

c 性能基準等（建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定

める省令に定める基準のう

ち市長が別に定めるものを

いう。）による場合 

(a) 200㎡未満のもの 3万5,

900円 

(b) 200㎡以上のもの 4万20

0円 

(イ) 非居住部分を有しない共

同住宅等 基準及び床面積

の区分に応じ，それぞれ次

に定める額 

a 仕様基準（建築物エネル

ギー消費性能基準等を定め

る省令に定める基準のうち

市長が別に定めるものをい

う。）による場合 

(a) 300㎡未満のもの 3万4,

500円 

(b) 300㎡以上，2,000㎡未満

のもの 5万9,900円 

(c) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 10万8,700円 
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(d) 5,000㎡以上のもの 17

万4,200円 

b 仕様・計算併用法（建築物

エネルギー消費性能基準等

を定める省令に定める基準

のうち市長が別に定めるも

のをいう。）による場合 

(a) 300㎡未満のもの 5万5,

400円 

(b) 300㎡以上，2,000㎡未満

のもの 9万3,400円 

(c) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 16万2,800円 

(d) 5,000㎡以上のもの 23

万8,000円 

c 性能基準等（建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定

める省令に定める基準のう

ち市長が別に定めるものを

いう。）による場合 

(a) 300㎡未満のもの 7万7,

300円 

(b) 300㎡以上，2,000㎡未満

のもの 12万8,700円 

(c) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 21万9,600円 

(d) 5,000㎡以上のもの 31

万4,800円 

(ウ) 非住宅建築物 基準及び

床面積の区分に応じ，それ

ぞれ次に定める額 

a モデル建物法（建築物エ

ネルギー消費性能基準等を

(d) 5,000㎡以上のもの 16

万3,600円 

b 仕様・計算併用法（建築物

エネルギー消費性能基準等

を定める省令に定める基準

のうち市長が別に定めるも

のをいう。）による場合 

(a) 300㎡未満のもの 5万2,

100円 

(b) 300㎡以上，2,000㎡未満

のもの 8万7,800円 

(c) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 15万3,000円 

(d) 5,000㎡以上のもの 22

万3,600円 

c 性能基準等（建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定

める省令に定める基準のう

ち市長が別に定めるものを

いう。）による場合 

(a) 300㎡未満のもの 7万2,

600円 

(b) 300㎡以上，2,000㎡未満

のもの 12万900円 

(c) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 20万6,300円 

(d) 5,000㎡以上のもの 29

万5,800円 

(ウ) 非住宅建築物 基準及び

床面積の区分に応じ，それ

ぞれ次に定める額 

a モデル建物法（建築物エ

ネルギー消費性能基準等を
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定める省令に定める基準の

うち市長が別に定めるもの

をいう。）による場合 

(a) 300㎡未満のもの 10万

1,100円 

(b) 300㎡以上，1,000㎡未満

のもの 12万8,800円 

(c) 1,000㎡以上，2,000㎡未

満のもの 16万9,100円 

(d) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 27万4,400円 

(e) 5,000㎡以上，10,000㎡

未満のもの 35万8,400円 

(f) 10,000㎡以上，25,000㎡

未満のもの 43万1,200円 

(g) 25,000㎡以上のもの 5

0万5,200円 

b 標準入力法等（建築物エ

ネルギー消費性能基準等を

定める省令に定める基準の

うち市長が別に定めるもの

をいう。）による場合 

(a) 300㎡未満のもの 26万

4,300円 

(b) 300㎡以上，1,000㎡未満

のもの 33万1,500円 

(c) 1,000㎡以上，2,000㎡未

満のもの 42万7,900円 

(d) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 61万500円 

(e) 5,000㎡以上，10,000㎡

未満のもの 75万2,800円 

(f) 10,000㎡以上，25,000㎡

定める省令に定める基準の

うち市長が別に定めるもの

をいう。）による場合 

(a) 300㎡未満のもの 9万5,

000円 

(b) 300㎡以上，1,000㎡未満

のもの 12万1,000円 

(c) 1,000㎡以上，2,000㎡未

満のもの 15万8,900円 

(d) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 25万7,800円 

(e) 5,000㎡以上，10,000㎡未

満のもの 33万6,800円 

(f) 10,000㎡以上，25,000㎡

未満のもの 40万5,200円 

(g) 25,000㎡以上のもの 4

7万4,700円 

b 標準入力法等（建築物エ

ネルギー消費性能基準等を

定める省令に定める基準の

うち市長が別に定めるもの

をいう。）による場合 

(a) 300㎡未満のもの 24万

8,400円 

(b) 300㎡以上，1,000㎡未満

のもの 31万1,500円 

(c) 1,000㎡以上，2,000㎡未

満のもの 40万2,000円 

(d) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 57万3,600円 

(e) 5,000㎡以上，10,000㎡未

満のもの 70万7,300円 

(f) 10,000㎡以上，25,000㎡
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未満のもの 88万9,400円 

(g) 25,000㎡以上のもの 10

1万4,900円 

(エ) 略 

(2) 略 

2～4 略 

5 建築物のエネル

ギー消費性能の向

上等に関する法律

第11条第1項又は

第12条第2項の規

定による建築物エ

ネルギー消費性能

確保計画に係る建

築物エネルギー消

費性能適合性判定

に関する事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 一戸建ての

住宅の建築物

エネルギー消

費性能適合性

判定に対する

審査 

ア 仕様基準（建築物エネルギ

ー消費性能基準等を定める省

令に定める基準のうち市長が

別に定めるものをいう。）によ

る建築物エネルギー消費性能

確保計画につき，次の床面積

の区分に応じ，それぞれ次に

定める額 

(ア) 200㎡未満のもの 1万9,

400円 

(イ) 200㎡以上のもの 2万90

0円 

イ 仕様・計算併用法（建築物エ

ネルギー消費性能基準等を定

める省令に定める基準のうち

市長が別に定めるものをい

う。）による建築物エネルギー

消費性能確保計画につき，次

の床面積の区分に応じ，それ

ぞれ次に定める額 

(ア) 200㎡未満のもの 2万7,

700円 

(イ) 200㎡以上のもの 3万60

0円 

ウ 標準計算法（建築物エネル

ギー消費性能基準等を定める

省令に定める基準のうち市長

未満のもの 83万5,700円 

(g) 25,000㎡以上のもの 95

万3,600円 

(エ) 略 

(2) 略 

2～4 略 

5 建築物のエネル

ギー消費性能の向

上等に関する法律

第11条第1項又は

第12条第2項の規

定による建築物エ

ネルギー消費性能

確保計画に係る建

築物エネルギー消

費性能適合性判定

に関する事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 一戸建ての

住宅の建築物

エネルギー消

費性能適合性

判定に対する

審査 

ア 仕様基準（建築物エネルギ

ー消費性能基準等を定める省

令に定める基準のうち市長が

別に定めるものをいう。）によ

る建築物エネルギー消費性能

確保計画につき，次の床面積

の区分に応じ，それぞれ次に

定める額 

(ア) 200㎡未満のもの 1万8,

300円 

(イ) 200㎡以上のもの 1万9,

700円 

イ 仕様・計算併用法（建築物エ

ネルギー消費性能基準等を定

める省令に定める基準のうち

市長が別に定めるものをい

う。）による建築物エネルギー

消費性能確保計画につき，次

の床面積の区分に応じ，それ

ぞれ次に定める額 

(ア) 200㎡未満のもの 2万6,

000円 

(イ) 200㎡以上のもの 2万8,

800円 

ウ 標準計算法（建築物エネル

ギー消費性能基準等を定める

省令に定める基準のうち市長
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が別に定めるものをいう。）に

よる建築物エネルギー消費性

能確保計画につき，次の床面

積の区分に応じ，それぞれ次

に定める額 

(ア) 200㎡未満のもの 3万8,

300円 

(イ) 200㎡以上のもの 4万2,

800円 

(2) 共同住宅等

の建築物エネ

ルギー消費性

能適合性判定

に対する審査 

ア 仕様基準（建築物エネルギ

ー消費性能基準等を定める省

令に定める基準のうち市長が

別に定めるものをいう。）によ

る建築物エネルギー消費性能

確保計画につき，次の床面積

の区分に応じ，それぞれ次に

定める額 

(ア) 300㎡未満のもの 3万6,

700円 

(イ) 300㎡以上，2,000㎡未満

のもの 6万3,800円 

(ウ) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 11万5,700円 

(エ) 5,000㎡以上のもの 17

万4,200円 

イ 仕様・計算併用法（建築物エ

ネルギー消費性能基準等を定

める省令に定める基準のうち

市長が別に定めるものをい

う。）による建築物エネルギー

消費性能確保計画につき，次

の床面積の区分に応じ，それ

ぞれ次に定める額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が別に定めるものをいう。）に

よる建築物エネルギー消費性

能確保計画につき，次の床面

積の区分に応じ，それぞれ次

に定める額 

(ア) 200㎡未満のもの 3万5,

900円 

(イ) 200㎡以上のもの 4万20

0円 

(2) 共同住宅等

の建築物エネ

ルギー消費性

能適合性判定

に対する審査 

ア 仕様基準（建築物エネルギ

ー消費性能基準等を定める省

令に定める基準のうち市長が

別に定めるものをいう。）によ

る建築物エネルギー消費性能

確保計画につき，次の床面積

の区分に応じ，それぞれ次に

定める額 

(ア) 300㎡未満のもの 3万4,

500円 

(イ) 300㎡以上，2,000㎡未満

のもの 5万9,900円 

(ウ) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 10万8,700円 

(エ) 5,000㎡以上のもの 16

万3,600円 

イ 仕様・計算併用法（建築物エ

ネルギー消費性能基準等を定

める省令に定める基準のうち

市長が別に定めるものをい

う。）による建築物エネルギー

消費性能確保計画につき，次

の床面積の区分に応じ，それ

ぞれ次に定める額 
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 300㎡未満のもの 5万5,

400円 

(イ) 300㎡以上，2,000㎡未満

のもの 9万3,400円 

(ウ) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 16万2,800円 

(エ) 5,000㎡以上のもの 23

万8,000円 

ウ 標準計算法（建築物エネル

ギー消費性能基準等を定める

省令に定める基準のうち市長

が別に定めるものをいう。）に

よる建築物エネルギー消費性

能確保計画につき，次の床面

積の区分に応じ，それぞれ次

に定める額 

(ア) 300㎡未満のもの 7万7,

300円 

(イ) 300㎡以上，2,000㎡未満

のもの 12万8,700円 

(ウ) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 21万9,600円 

(エ) 5,000㎡以上のもの 31

万4,800円 

(3) 非住宅建築

物（工場，倉庫

その他これら

に類する用途

に供する建築

物として市長

が別に定める

もの）の建築

物エネルギー

ア モデル建物法（建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定め

る省令に定める基準のうち市

長が別に定めるものをいう。）

による建築物エネルギー消費

性能確保計画につき，次の床

面積の区分に応じ，それぞれ

次に定める額 

(ア) 300㎡未満のもの 2万40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 300㎡未満のもの 5万2,

100円 

(イ) 300㎡以上，2,000㎡未満

のもの 8万7,800円 

(ウ) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 15万3,000円 

(エ) 5,000㎡以上のもの 22

万3,600円 

ウ 標準計算法（建築物エネル

ギー消費性能基準等を定める

省令に定める基準のうち市長

が別に定めるものをいう。）に

よる建築物エネルギー消費性

能確保計画につき，次の床面

積の区分に応じ，それぞれ次

に定める額 

(ア) 300㎡未満のもの 7万2,

600円 

(イ) 300㎡以上，2,000㎡未満

のもの 12万900円 

(ウ) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 20万6,300円 

(エ) 5,000㎡以上のもの 29

万5,800円 

(3) 非住宅建築

物（工場，倉庫

その他これら

に類する用途

に供する建築

物として市長

が別に定める

もの）の建築

物エネルギー

ア モデル建物法（建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定め

る省令に定める基準のうち市

長が別に定めるものをいう。）

による建築物エネルギー消費

性能確保計画につき，次の床

面積の区分に応じ，それぞれ

次に定める額 

(ア) 300㎡未満のもの 1万9,
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費性能適合

性判定に対す

る審査 

0円 

(イ) 300㎡以上，1,000㎡未満

のもの 3万200円 

(ウ) 1,000㎡以上，2,000㎡未

満のもの 4万3,000円 

(エ) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 10万9,100円 

(オ) 5,000㎡以上，10,000㎡未

満のもの 16万4,300円 

(カ) 10,000㎡以上，25,000㎡

未満のもの 20万3,400円 

(キ) 25,000㎡以上のもの 25

万2,600円 

イ 標準入力法等（建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定め

る省令に定める基準のうち市

長が別に定めるものをいう。）

による建築物エネルギー消費

性能確保計画につき，次の床

面積の区分に応じ，それぞれ

次に定める額 

(ア) 300㎡未満のもの 2万4,

800円 

(イ) 300㎡以上，1,000㎡未満

のもの 3万5,300円 

(ウ) 1,000㎡以上，2,000㎡未

満のもの 4万9,100円 

(エ) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 11万6,200円 

(オ) 5,000㎡以上，10,000㎡未

満のもの 17万2,100円 

(カ) 10,000㎡以上，25,000㎡

未満のもの 21万3,500円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費性能適合

性判定に対す

る審査 

200円 

(イ) 300㎡以上，1,000㎡未満

のもの 2万8,400円 

(ウ) 1,000㎡以上，2,000㎡未

満のもの 4万400円 

(エ) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 10万2,500円 

(オ) 5,000㎡以上，10,000㎡未

満のもの 15万4,400円 

(カ) 10,000㎡以上，25,000㎡

未満のもの 19万1,100円 

(キ) 25,000㎡以上のもの 23

万7,300円 

イ 標準入力法等（建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定め

る省令に定める基準のうち市

長が別に定めるものをいう。）

による建築物エネルギー消費

性能確保計画につき，次の床

面積の区分に応じ，それぞれ

次に定める額 

(ア) 300㎡未満のもの 2万3,

300円 

(イ) 300㎡以上，1,000㎡未満

のもの 3万3,100円 

(ウ) 1,000㎡以上，2,000㎡未

満のもの 4万6,200円 

(エ) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 10万9,200円 

(オ) 5,000㎡以上，10,000㎡未

満のもの 16万1,700円 

(カ) 10,000㎡以上，25,000㎡

未満のもの 20万600円 
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(キ) 25,000㎡以上のもの 26

万3,800円 

(4) その他の非

住 宅 建 築 物

（（3）で定め

る建築物以外

の建築物）の

建築物エネル

ギー消費性能

適合性判定に

対する審査 

ア モデル建物法（建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定め

る省令に定める基準のうち市

長が別に定めるものをいう。）

による建築物エネルギー消費

性能確保計画につき，次の床

面積の区分に応じ，それぞれ

次に定める額 

(ア) 300㎡未満のもの 9万4,

900円 

(イ) 300㎡以上，1,000㎡未満

のもの 12万6,300円 

(ウ) 1,000㎡以上，2,000㎡未

満のもの 16万6,500円 

(エ) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 27万500円 

(オ) 5,000㎡以上，10,000㎡未

満のもの 35万4,300円 

(カ) 10,000㎡以上，25,000㎡

未満のもの 42万4,800円 

(キ) 25,000㎡以上のもの 49

万8,600円 

イ 標準入力法等（建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定め

る省令に定める基準のうち市

長が別に定めるものをいう。）

による建築物エネルギー消費

性能確保計画につき，次の床

面積の区分に応じ，それぞれ

次に定める額 

(ア) 300㎡未満のもの 24万

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(キ) 25,000㎡以上のもの 24

万7,800円 

(4) その他の非

住 宅 建 築 物

（（3）で定め

る建築物以外

の建築物）の

建築物エネル

ギー消費性能

適合性判定に

対する審査 

ア モデル建物法（建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定め

る省令に定める基準のうち市

長が別に定めるものをいう。）

による建築物エネルギー消費

性能確保計画につき，次の床

面積の区分に応じ，それぞれ

次に定める額 

(ア) 300㎡未満のもの 8万9,

200円 

(イ) 300㎡以上，1,000㎡未満

のもの 11万8,600円 

(ウ) 1,000㎡以上，2,000㎡未

満のもの 15万6,500円 

(エ) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 25万4,100円 

(オ) 5,000㎡以上，10,000㎡未

満のもの 33万2,900円 

(カ) 10,000㎡以上，25,000㎡

未満のもの 39万9,100円 

(キ) 25,000㎡以上のもの 46

万8,400円 

イ 標準入力法等（建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定め

る省令に定める基準のうち市

長が別に定めるものをいう。）

による建築物エネルギー消費

性能確保計画につき，次の床

面積の区分に応じ，それぞれ

次に定める額 

(ア) 300㎡未満のもの 23万
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,200円 

(イ) 300㎡以上，1,000㎡未満

のもの 32万6,400円 

(ウ) 1,000㎡以上，2,000㎡未

満のもの 42万2,500円 

(エ) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 60万2,500円 

(オ) 5,000㎡以上，10,000㎡未

満のもの 74万2,300円 

(カ) 10,000㎡以上，25,000㎡

未満のもの 87万8,700円 

(キ) 25,000㎡以上のもの 10

0万1,600円 

(5) 略 

6 建築物のエネル

ギー消費性能の向

上等に関する法律

第11条第2項若し

くは第12条第3項

の規定による建築

物エネルギー消費

性能確保計画の変

更に係る建築物エ

ネルギー消費性能

適合性判定又は建

築物のエネルギー

消費性能の向上等

に関する法律施行

規則第13条の規定

による軽微な変更

に該当しているこ

とを証する書面の

交付に関する事務 

 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,200円 

(イ) 300㎡以上，1,000㎡未満

のもの 30万6,700円 

(ウ) 1,000㎡以上，2,000㎡未

満のもの 39万7,000円 

(エ) 2,000㎡以上，5,000㎡未

満のもの 56万6,100円 

(オ) 5,000㎡以上，10,000㎡未

満のもの 69万7,400円 

(カ) 10,000㎡以上，25,000㎡

未満のもの 82万5,600円 

(キ) 25,000㎡以上のもの 94

万1,100円 

(5) 略 

6 建築物のエネル

ギー消費性能の向

上等に関する法律

第11条第2項若し

くは第12条第3項

の規定による建築

物エネルギー消費

性能確保計画の変

更に係る建築物エ

ネルギー消費性能

適合性判定又は建

築物のエネルギー

消費性能の向上等

に関する法律施行

規則（平成28年国

土交通省令第5号）

第13条の規定によ

る軽微な変更に該

当していることを

 略 
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改 正 後 改 正 前 

 

 

備考 略 

  

証する書面の交付

に関する事務 

備考 略 

 

附 則 

この条例は，令和８年４月１日から施行する。 


